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今号の主な記事

平成 26年度下半期の
　　　　　　　   　財政状況を公表  …2面
市民プールをご利用ください  ………3面
国民健康保険からのお知らせ  ………4面
後期高齢者医療保険からのお知らせ  …5面
介護保険からのお知らせ  ……………6面
情報マップ・児童館だより  ……8・9面

〈人口と世帯 / 27.6.1現在〉

前月比内外国人
住 民 数

住 民 基本台帳
（外国人住民数を含む）

18人増（　411人）42,560人男
1人増（　678人）43,632人女
19人増（1,089人）86,192人計

37,920世帯世帯
5月の出生者数（外国人住民数を含む）男28人  女24人

　

市
で
は
、
新
た
な
財
源
を
確

保
し
、
持
続
可
能
な
施
設
運
営

を
行
う
と
と
も
に
、
施
設
の
魅

力
や
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を

図
る
こ
と
を
目
的
に
、
体
育
施

設
等
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
・

パ
ー
ト
ナ
ー
を
募
集
し
ま
し
た
。

　

こ
の
度
、
庁
内
に
設
置
し
た

選
定
審
査
委
員
会
に
よ
る
審
査

を
経
て
、
応
募
者
と
の
協
議
を

行
っ
た
結
果
、
６
月　

日
付
で

２４

協
定
を
締
結
し
、
ネ
ー
ミ
ン
グ

ラ
イ
ツ
・
パ
ー
ト
ナ
ー
が
決
定

▽
愛
称
使
用
期
間　
　

月
１
日

１０

〜
平
成　

年
３
月　

日
（
４
年

３２

３１

６
か
月
）

▽
命
名
権
料　

年
額　

万
円

１００

（
期
間
合
計　

万
円
）

４５０

▽
問
合
せ　

行
政
管
理
課
・
内

線
１
４
４
１
ま
で
。

し
ま
し
た
。

　

協
定
期
間
中
は
、
施
設
の
呼

称
と
し
て
、
愛
称
を
使
用
し
ま

す
。

　

今
後
、
体
育
施
設
等
の
魅
力

向
上
等
を
図
る
た
め
、
パ
ー
ト

ナ
ー
と
協
力
し
て
い
き
ま
す
。

▽
対
象
施
設
・
愛

称　

下
表
の
と
お

り▽
パ
ー
ト
ナ
ー　

株
式
会
社
ロ
ン
ド

・
ス
ポ
ー
ツ

　

市
で
は
、
地
域
に
お
け
る
消

費
喚
起
策
と
し
て
、
プ
レ
ミ
ア

　

病
児
・
病
後
児
保
育
と
は
、

お
子
さ
ん
が
病
気
の
た
め
、
保

育
園
、
幼
稚
園
等
に
通
園
で
き

な
い
場
合
に
、
保
護
者
に
代
わ

っ
て
保
育
す
る
制
度
で
す
。

▽
利
用
要
件

①
市
内
に
住
所
を
有
し
、
市
内

に
所
在
す
る
保
育
所
、
認
定
こ

ど
も
園
、
小
規
模
保
育
、
家
庭

的
保
育
、
認
証
保
育
所
、
幼
稚

園
在
籍
児
童
で
満
６
か
月
〜
就

学
前
の
児
童

※
小
学
生
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

②
発
熱
等
で
入
院
加
療
を
必
要

と
し
な
い
児
童

▽
利
用
方
法

①
保
育
所
等
か
ら
お
子
さ
ん
の

体
調
不
良
に
よ
り
お
迎
え
の
依

頼
の
連
絡
が
あ
っ
た
後
に
、
当

該
保
育
室
に
直
接
電
話
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

②
原
則
、
当
該
保
育
室
に
お
い

て
、事
前
の
利
用
登
録
（
無
料
）

が
必
要
で
す
。

③
当
日
の
保
育
室
の
利
用
状
況
、

保
育
士
の
配
置
状
況
に
よ
り
利

用
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
保
育
施
設　

す
こ
や
か
病

児
・
病
後
児
保
育
室
（
中
央
４

―　

―
６：

広
沢
こ
ど
も
ク
リ

８５３
ニ
ッ
ク
２
階
。
左
上
図
参
照
）

▽
交
通
費
等　

お
迎
え
サ
ー
ビ

ス
利
用
に
伴
う
交
通
費
等
の
実

費
は
、
徴
収
し
ま
せ
ん
。

▽
保
育
料　

１
日
二
、
○
○
○

円
（
生
活
保
護
世
帯
、
平
成　
２６

年
度
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

に
は
、
保
育
料
の
減
額
制
度
が

あ
り
ま
す
）

※
病
児
・
病
後
児
保
育
及
び
お

迎
え
サ
ー
ビ
ス
の
詳
細
は
、
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

▽
問
合
せ　

保
育
課
・
内
線
１

７
５
３
ま
た
は
、
す
こ
や
か
病

児
・
病
後
児
保
育
室
�　

―　

―

０４２

５９０

０
４
１
５
へ
。

ム
付
商
品
券
（
プ
レ
ミ
ア
ム
分

　

％
）
を
９
月　

日
豺
か
ら
販

２５

１４

売
し
ま
す
。

　

購
入
に
は
事
前
の
申
込
み
が

必
要
で
す
。
７
月　

日
貂
ま
で

２１

に
案
内
を
全
戸
配
布
し
ま
す
の

で
、
案
内
に
付
い
て
い
る
は
が

市
内
で
お
買
い
物
を 

プ
レ
ミ
ア
ム
付 

　
商
品
券
を
販
売 

　

７
月
１
日
貉
か
ら
、
市
内
の

す
こ
や
か
病
児
・
病
後
児
保
育

室
で
、
お
迎
え
サ
ー
ビ
ス
を
開

始
し
ま
す
。

▽
サ
ー
ビ
ス
の
概
要　

在
籍
し

て
い
る
保
育
所
等
で
児
童
が
体

調
不
良
と
な
っ
た
場
合
で
保
護

者
が
お
迎
え
に
行
く
こ
と
が
困

難
な
時
に
、
病
児
・
病
後
児
保

育
室
の
保
育
士
が
保
護
者
に
代

わ
っ
て
保
育
所
等
に
お
迎
え
に

行
き
、
保
育
室
で
保
育
す
る
も

の
で
す
（
年
末
年
始
等
を
除
く

平
日
午
後
６
時
ま
で
保
育
）。

銀行 

市役所 

中央 
公民館 

中央 
図書館 

すこやか病児・ 
　病後児保育室 
（中央4－853－6） 

至新青梅街道 

至東大和市駅 

東
大
和 

市
役
所
入
口 

青
梅
街
道 ネーミングライツ・ 

　　パートナーが決定 

10月から愛称を使用します 体育施設等 

き
（
送
料
無
料
）
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

※
利
用
で
き
る
店
舗
等
詳
細
に

つ
い
て
も
、
案
内
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

東
大
和
市
商
工
会

�　

―　

―
１
１
３
１
へ
。

０４２

５６２

病
児
・
病
後
児
保
育
室
 

お
迎
え
サ
ー
ビ
ス
を
 

　
　
　
　
　
開
始
し
ま
す

改
修
を
、
現
業
棟
は
外
壁
塗
装

改
修
を
し
ま
す
。
ま
た
、
両
方

と
も
屋
上
防
水
改
修
を
し
ま
す
。

�
天
井
改
修
工
事：

本
庁
舎
入

口
ホ
ー
ル
と
市
議
会
議
場
の
天

井
材
落
下
防
止
改
修
を
し
ま
す
。

　

市
役
所
本
庁
舎
及
び
現
業
棟

の
耐
震
補
強
等
工
事
に
つ
い
て
、

主
な
工
事
の
日
程
と
内
容
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。工
事
中
は
、中

庭
や
駐
車
場
の
使
用
が
制
限
さ

れ
ま
す
。
ま
た
、
８
月
は
食
堂

が
利
用
で
き
な
い
予
定
で
す
。

ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
工
事
の
内
容

�
耐
震
補
強
工
事：

本
庁
舎
の

外
側
に
補
強
部
材
を
設
置
し
、

内
部
の
壁
の
一
部
を
増
し
打
ち

し
ま
す
。
現
業
棟
は
筋
交
い
を

補
強
し
ま
す
。

�
外
壁
・
屋
根
防
水
改
修：

本

庁
舎
は
外
壁
タ
イ
ル 
剥
落 
防
止

は
く
ら
く

�
中
庭
改
修
工
事：

中
庭
タ
イ

ル
を
透
水
性
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
キ

ン
グ
ブ
ロ
ッ
ク
に
改
修
し
ま
す
。

▽
工
事
の
日
程　

左
表
参
照

▽
問
合
せ　

総
務
管
財
課
・
内

線
１
３
１
１
ま
で
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

市
で
は
、　

月
か
ら
、
市
民

１０

セ
ン
タ
ー（
集
会
室
等
）及
び
公

民
館
の
施
設
予
約
を
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
経
由
で
パ
ソ
コ
ン
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
携
帯
電
話

等
か
ら
ご
利
用
い
た
だ
け
る
よ

う
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
各
施
設
内
に
は
、
施

設
予
約
シ
ス
テ
ム
用
の
パ
ソ
コ

ン
を
配
置
す
る
予
定
で
す
。

　

詳
細
は
順
次
、
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▽
対
象
施
設　

奈
良
橋
市
民
セ

ン
タ
ー（
奈
良
橋
地
区
会
館
）／

向
原
市
民
セ
ン
タ
ー
（
向
原
地

市
民
セ
ン
タ
ー
・
公
民
館

　
月
か
ら
 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
予
約

１０ 

区
会
館
）
／
清
原
市
民
セ
ン
タ

ー（
清
原
地
区
会
館
）／
新
堀
地

区
会
館
／
桜
が
丘
市
民
セ
ン
タ

ー（
桜
が
丘
集
会
所
）／
中
央
公

民
館
／
南
街
公
民
館
／
狭
山
公

民
館
／
蔵
敷
公
民
館
／
上
北
台

公
民
館

▽
問
合
せ　

市
民
生
活
課
・
内

線
１
７
１
４
、
中
央
公
民
館
�

　

―　

―
２
４
５
１
ま
で
。

０４２

５６４

市役所本庁舎　現業棟 
耐震補強等工事 

工事の 
日程・内容 

平成28年 平成27年 

補強部材設置工事 

工事種別 

時期 

内壁増し打ち工事 

天井改修工事 

外壁・屋上改修工事 

中庭改修工事 

耐震補強工事 

外壁・屋上改修工事 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

工事の日程 

※この日程は今後、変更となる場合があります。 

本
庁
舎
 

6
月
 

7
月
 

8
月
 

9
月
 

10
月
 

11
月
 

12
月
 

1
月
 

2
月
 

3
月
 

4
月
 

5
月
 

6
月
 

現
業
棟
 

 

市・都民税の納付はお済みですか 市・都民税（第 1期）は 6月 30日が納期限です。納付がお済みでない場合は、至急納付を
お願いします／問合せ　納税課・内線 1041 まで

体育施設等の愛称
愛　称施設正式名称

東大和市ロンド
　　　みんなの体育館東大和市民体育館

東大和市ロンド
　　　みんなのプール東大和市民プール

東大和市ロンド
　　　桜が丘フィールド

東大和市立
　　桜が丘市民広場

東大和市ロンド
　　　上仲原野球場

東大和市
　　上仲原公園野球場

東大和市ロンド
　　　テニススクエア

東大和市
上仲原公園テニスコート

▲協定を締結した、尾崎市長と株式会社
ロンド・スポーツ代表取締役の春名利
昭氏（写真左）
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市の封筒に企業等の広告が掲載されます 経費節減のため、市の封筒の一部に広告代理店から寄付された広告入封筒を使用しますので、
ご理解いただきますようお願いします／問合せ　行政管理課・内線 1441 まで

�

約
二
億
八
、
五
三
六
万
円
の
増

と
な
っ
て
い
ま
す
。
出
納
整
理

期
間
に
下
水
道
事
業
債
等
の
借

り
入
れ
を
行
い
、
期
間
終
了
後

の
平
成　

年
度
末
の
市
債
残
高

２６

は
、
前
年
度
末
に
比
べ
、
一
億

五
、
二
六
一
万
七
、
〇
〇
〇
円

減
少
す
る
見
込
み
で
す
。

■
一
時
借
入
金
の
状
況

　

支
払
い
の
際
に
一
時
的
に
現

金
が
不
足
す
る
場
合
、
市
で
は

短
期
的
に
銀
行
等
か
ら
借
り
入

■
予
算
の
執
行
状
況

　

一
般
会
計
と
５
つ
の
特
別
会

計
の
平
成　

年
３
月　

日
現
在

２７

３１

の
予
算
執
行
状
況
は
、
表
１
の

と
お
り
で
す
。
各
会
計
と
も
出

納
整
理
期
間（
４
・
５
月
の
２
か

月
間
）に
お
い
て
、一
部
の
収
入

と
支
出
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ

の
出
納
整
理
期
間
の
終
了
後
に

平
成　

年
度
の
決
算
と
な
り
ま

２６

す
。決
算
の
内
容
は
、　

月
の
市

１１

報
で
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
。

【
一
般
会
計
】
平
成　

年
度
上

２６

半
期
の
一
般
会
計
予
算
額
（
当

初
予
算
額
に
補
正
予
算
額
を
加

え
た
額
）は
、
三
〇
〇
億
三
、
〇

八
〇
万
八
、〇
〇
〇
円
で
し
た
。

下
半
期
に
は
、
障
害
者
の
自
立

支
援
給
付
費
や
国
の
補
正
予
算

に
伴
う
消
費
喚
起
プ
レ
ミ
ア
ム

付
商
品
券
発
行
に
係
る
経
費
等

を
増
額
補
正
し
た
ほ
か
、
事
業

完
了
な
ど
に
伴
う
不
用
額
を
減

額
す
る
補
正
予
算
を
組
み
ま
し

た
。
こ
れ
ら
を
含
め
た
最
終
的

な
予
算
現
額
は
、三
〇
六
億
八
、

五
一
五
万
円
で
、
前
年
度
同
期

に
比
べ
一
三
億
六
、
一
三
七
万

六
、
〇
〇
〇
円
の
増
と
な
り
ま

し
た
。
歳
入
・
歳
出
別
の
執
行

状
況
は
、表
２
の
と
お
り
で
す
。

【
特
別
会
計
】
各
特
別
会
計
の

執
行
状
況
は
、
表
１
の
と
お
り

で
、
そ
れ
ぞ
れ
事
業
目
的
の
達

成
に
努
め
ま
し
た
。

■
負
担
と
支
出
の
状
況

　

一
般
会
計
予
算
に
お
け
る
負

担
額（
市
税
）と
支
出
額
（
サ
ー

ビ
ス
）の
状
況
は
、表
３
の
と
お

り
で
す
。
下
半
期
ま
で
の
市
税

収
入
額
を
市
の
人
口
（
住
民
基

本
台
帳
に
よ
る
）で
割
る
と
、一

人
当
た
り
の
負
担
額
は
一
四
万

一
、八
四
六
円
と
な
り
、こ
れ
に

対
し
、
福
祉
や
教
育
な
ど
の
支

出
額
を
一
人
当
た
り
の
還
元
額

に
す
る
と
、
三
二
万
五
、
〇
七

七
円
と
な
り
ま
す
。な
お
、負
担

額
と
支
出
額
の
差
は
、
地
方
交

付
税
や
国
・
都
補
助
金
等
で
す
。

■
市
債
（
借
入
金
）
の
状
況

　

市
債
（
借
入
金
）
の
状
況
は
、

表
４
の
と
お
り
で
す
。

　

３
月　

日
現
在
の
市
債
残
高

３１

は
、
一
般
会
計
に
お
け
る
借
入

金
（
元
金
）
償
還
額
の
減
少
等

に
よ
り
、前
年
度
同
期
に
比
べ
、

平
成
　
年
度
 

　
下
半
期
の
財
政
状
況
を
公
表

２６ 

平
成
　
年
　
月
〜
平
成
　
年
　
月

２６ 

１０ 

２７ 

3

　

市
で
は
、
市
で
行
う
事
務
や

事
業
に
つ
い
て
、
担
当
課
に
よ

る
行
政
評
価（
自
己
評
価
）を
行

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
自
己
評
価

に
加
え
、
市
民
の
目
線
か
ら
ご

意
見
を
い
た
だ
く
た
め
、
あ
ら

か
じ
め
選
任
さ
れ
た
市
民
が
参

加
す
る
外
部
評
価
会
議
を
次
の

と
お
り
開
催
し
ま
す
。

▽
日
時　

７
月　

日
貉
・　

日

２２

２３

貅
・　

日
貊
・　

日
貂
午
後
１
時

２４

２８

　

分
か
ら
４
時
間
程
度

１５▽
場
所　

市
役
所
会
議
棟
第
１

・
２
会
議
室

▽
対
象
事
業　

左
表
参
照

▽
傍
聴
者
の
定
員　
　

人
（
当

１０

日
先
着
順
）

▽
手
話
通
訳　

希
望
す
る
方
は
、

７
月
７
日
貂
ま
で
に
行
政
管
理

課
（
フ
ァ
ク
ス　

―　

―
５
９

０４２

５６３

３
２
）
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

行
政
管
理
課
・
内

線
１
４
４
１
ま
で
。

行
政
評
価 

外
部
評
価
会
議 

　

教
育
委
員
会
で
は
、
第
三
次

生
涯
学
習
推
進
計
画
（
計
画
期

間：

平
成　

年
度
か
ら
）
を
策

２９

定
す
る
に
あ
た
り
、
審
議
会
を

設
置
し
ま
す
の
で
、
こ
の
審
議

会
に
加
わ
っ
て
い
た
だ
く
市
民

の
方
を
公
募
し
ま
す
。

▽
応
募
資
格　

市
内
在
住
の
満

　

歳
以
上
で
、
市
が
設
置
す
る

２０他
の
審
議
会
、
懇
談
会
及
び
会

議
等
に
「
市
民
公
募
」
区
分
で

委
員
を
し
て
い
な
い
方

▽
募
集
人
員　

４
人
以
内

▽
任
期　

委
嘱
の
日
〜
生
涯
学

習
推
進
計
画
に
関
す
る
答
申
を

市
長
に
行
う
日
（　

月
か
ら
月

１１

１
回
程
度
の
会
議
を
予
定
）

▽
謝
礼　

日
額
九
、
〇
〇
〇
円

生
涯
学
習
推
進
計
画

審
議
会
委
員
の

　
　
　
　
募
集

▽
応
募
方
法　

申
込
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
テ
ー
マ
「
東

大
和
市
の
生
涯
学
習
に
望
む
も

の
」
と
題
し
た
論
文
（　

字
程

１２００

度
、
様
式
自
由
）
を
添
え
て
、

社
会
教
育
課
（
市
役
所
５
階
）

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
郵
送

（
〒　
　

東
大
和
市
中
央
３
―

２０７-
８５８５

　

）、
フ
ァ
ク
ス
（　

―　

―
５

９３０

０４２

５６３

９
３
３
）、
メ
ー
ル（shakaiky

oiku@
city.higashiyam

ato.lg.

jp

）
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

※
申
込
書
は
、
社
会
教
育
課
で

配
布
（
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

▽
結
果
通
知　

選
考
の
う
え
、

結
果
を
連
絡
し
ま
す
。
提
出
書

類
は
、
返
却
し
ま
せ
ん
。

▽
応
募
期
限　

７
月　

日
貊
（
郵

１７

送
に
よ
る
応
募
は　

日
の
消
印

１７

有
効
）

▽
問
合
せ　

社
会
教
育
課
・
内

線
１
５
５
１
ま
で
。

れ
を
し
て
い
ま
す
。
平
成　

年
２７

３
月　

日
現
在
、
一
般
会
計
は

３１

９
億
円
を
借
り
入
れ
て
い
ま
す
。

■
市
の
財
産

　

市
の
財
産
（
土
地
・
建
物
）

は
、
表
５
の
と
お
り
で
す
。

▽
問
合
せ　

財
政
課
・
内
線
１

４
３
１
ま
で
。

表 5　市の財産
（平成 27年 3月 31日現在）

内　容面　積区　分

小学校、中
学校、保育
園、公園、
庁舎など

524,695㎡土 地

141,244㎡建 物
（延面積）

対象事業

【対象事業】
�老人福祉館運営事業（老人福祉
施設貸出事業）
�学習等供用施設（地区会館）管
理事業
�地区集会所管理事業
�市民会館管理・運営事業
�災害時要援護者対策事業
�老人福祉電話貸与及び電話料
助成事業
�敬老金支給事業
�公園管理事業
�農業振興対策事業
�道路清掃事業
�学校プール指導補助員配置事業
�習熟の程度に応じた少人数学
習指導員配置事業
�こうみんかんだよりの発行
�桜が丘図書館の運営
�各種検診事業（法定外検診）
�コミュニティバス運行事業

※評価日程は、市のホームページ
をご覧ください。

表 1　一般会計及び特別会計の予算執行状況（下半期）
（平成 27年 3月 31日現在）

上・下半期下半期下半期下 半 期下 半 期予 算 現 額区分

（26年4月～27年3月）執行率収入率支 出 済 額収 入 済 額

執行率収入率×１００×１００   会計名

％％％％億       万 千円億       万 千円億       万 千円
一 般 会 計

91.296.456.347.9172 6840 0147 0450 4306 8515 0

88.989.548.656.547 3921 255 1486 997 5897 7国民健康
保険事業

特　
別　
会　
計

91.389.649.569.010 7338 314 9764 721 7012 3下水道事業

71.496.139.967.66182 61 0480 21 5506 7土地区画
整理事業

79.490.945.156.325 3448 331 6116 056 1893 4介護保険事業

97.8100.167.278.311 6966 113 6238 917 4081 7後期高齢者
医療

89.694.353.652.6268 4696 5263 4537 1501 2906 8合 計

表 4　市債（借入金）の状況
（平成 27年 3月 31日現在）

構成比残　　高区　　　分

％億　　　万 千円

61.7182 6186 1一　 般　 会　 計

38.3113 3125 6下水道事業特別会計

100.0295 9311 7合　     　　　　計

表 2　一般会計予算の歳入・歳出別の執行状況（下半期）
（平成 26年 10月～平成 27年 3月）

［歳入］
収入率収入済額予算現額科　目　の　内　容科　目

％億       万 千円億       万 千円

42.551 7116 7121 5505 2市民税、固定資産税、都市計画税など市　　税

47.327 0169 657 1647 2国からの負担金、補助金など国庫支出金

60.426 7784 544 3513 7東京都からの負担金、補助金など都支出金

32.16 1883 819 3079 8行政サービス水準の均衡化などのため
に国から交付されるもの地方交付税

88.216 2824 218 4704 2公共事業等の資金調達のための借入金市 債

0.0013 4728 9前年度からの繰越金繰 越 金

58.619 0671 632 5336 0地方譲与税、基金（貯金）のとりくず
しなどそ の 他

47.9147 0450 4306 8515 0合　計

［歳出］
執行率支出済額予算現額科　目　の　内　容科　目

％億       万 千円億       万 千円　

57.092 7187 1162 6559 5高齢者や障害者、児童などの福祉民 生 費

51.115 5069 030 3497 9学校や図書館の管理・運営など教 育 費

47.712 8123 426 8377 7市役所の管理・運営、地域活動など総 務 費

49.311 6304 723 6013 7保健衛生や疾病予防、ごみ処理など衛 生 費

61.010 7128 017 5533 6道路や公園の管理、都市計画道路の整
備など土 木 費

58.29 7897 116 8347 4市債（借入金）の返済公 債 費

67.219 5130 729 0185 2議会運営、消防・防災、農業・商工振
興などそ の 他

56.3172 6840 0306 8515 0合　計

表 3
市税負担額と支出額（サービス）の状況

（平成 27年 3月 31日現在）

市民一人当たり一世帯当たり区　　分

 万         円 万         円

14 1,84632 2,928市税負担額

32 5,07774 0,072支出額（サービス）

17 5,66539 9,919民 生 費
支
出
額（
サ
ー
ビ
ス
）の
内
訳

2 9,8206 7,889教 育 費

2 6,6736 0,723総 務 費

2 3,8785 4,361衛 生 費

1 9,2794 3,891公 債 費

1 7,9204 0,798土 木 費

3 1,8427 2,491そ の 他
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市
民
プ
ー
ル
が
７
月　

日
貍

１１

か
ら
始
ま
り
ま
す
。
市
民
プ
ー

ル
に
は
、
幼
児
用
・
流
水
・
ス

ラ
イ
ダ
ー
・　

ｍ
の
４
種
類
の

２５

プ
ー
ル
が
あ
り
、
子
ど
も
か
ら

大
人
ま
で
楽
し
む
こ
と
が
で
き

ご利用ください 

市民 
　プール 

の
絵
本
、
他
自
治
体
か
ら
の
借

用
資
料
等
は
各
図
書
館
カ
ウ
ン

タ
ー
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
）。

■
一
日
図
書
館
員
募
集

　

夏
休
み
に
一
日
図
書
館
員
に

な
っ
て
図
書
館
の
仕
事
を
体
験

し
て
み
ま
せ
ん
か
。

▽
対
象　

小
学
５
・
６
年
生

▽
日
時　

７
月　

日
貊
午
前
９

２４

時
〜
午
後
０
時　

分
１５

▽
場
所　

中
央
図
書
館

▽
定
員　

８
人
（
申
込
多
数
の

場
合
は
抽
選
で
す
。
未
経
験
者

優
先
と
し
ま
す
）

▽
申
込
み　

７
月　

日
貉
ま
で

１５

に
、
中
央
図
書
館
の
カ
ウ
ン
タ

ー
ま
た
は
電
話
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
（
桜
が
丘
・
清
原
図

書
館
で
は
受
け
付
け
ま
せ
ん
）。

�
以
上
の
お
申
込
み
・
問
合
せ

は
、
中
央
図
書
館
�　

―　

―

０４２

５６４

２
４
５
４
ま
で
。

　

東
大
和
市
と
立
川
市
は
、
市

民
の
皆
さ
ん
が
相
互
の
図
書
館

を
利
用
す
る
た
め
の
協
定
を
結

び
ま
し
た
。７
月
１
日
貉
か
ら
、

東
大
和
市
に
お
住
ま
い
の
方
も

立
川
市
図
書
館
を
利
用
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

▽
問
合
せ　

立
川
市
図
書
館
の

利
用
に
関
す
る
お
問
合
せ
は
、

立
川
市
中
央
図
書
館
�　

―　
０４２

５２８

―
６
８
０
０
へ
。
相
互
利
用
に

関
す
る
お
問
合
せ
は
、
東
大
和

市
立
中
央
図
書
館
�　

―　

―

０４２

５６４

２
４
５
４
ま
で
。

■
東
大
和
市
駅
前
市
政
情
報
コ

ー
ナ
ー
に
図
書
館
資
料
返
却
ポ

ス
ト
を
設
置

　

東
大
和
市
駅
前
の
市
政
情
報

コ
ー
ナ
ー
に
図
書
館
資
料
返
却

ポ
ス
ト
を
試
行
設
置
し
て
い
ま

し
た
が
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向

上
を
図
る
た
め
、
正
式
に
設
置

し
ま
し
た
。

▽
利
用
時
間　

市
政
情
報
コ
ー

ナ
ー
開
室
時
間
（
お
お
む
ね
午

前
９
時
〜
午
後
５
時
）

※
年
末
年
始
は
利
用
不
可
。

▽
資
料
回
収　

ポ
ス
ト
に
返
却

さ
れ
た
資
料
の
回
収
は
週
１
回

（
原
則
水
曜
日
）
実
施
し
ま
す
。

な
お
、
資
料
返
却
ポ
ス
ト
に
返

却
で
き
る
の
は
、
東
大
和
市
立

図
書
館
所
蔵
の
図
書
・
雑
誌
に

限
り
ま
す
（
Ｃ
Ｄ
、
紙
芝
居
、
布

図書館の 
　相互利用 

東大和市・立川市 

■
「
絵
本
と
音
楽
で
つ
づ
る
〜

星
の
も
の
が
た
り
」
観
覧
者
募

集
（
事
前
申
込
制
）

　

プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
の
星
空
の

下
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
生
演
奏

と
絵
本
の
朗
読
を
お
楽
し
み
く

だ
さ
い
。
星
座
の
紹
介
も
し
ま

す
。

▽
日
時　

７
月　

日
豸
午
後
３

２６

時
か
ら　

分
程
度

７５

▽
会
場　

郷
土
博
物
館
プ
ラ
ネ

タ
リ
ウ
ム

▽
出
演　

ル
ロ
ッ
ト
オ
ー
ケ
ス

ト
ラ

▽
定
員　
　

人
（
申
込
順
）

９０

▽
観
覧
料　

大
人　

円
、
小
・

２００

中
学
生　

円
１００

■
自
然
観
察
会
「
薬
草
観
察
会
」

の
お
知
ら
せ

　

薬
草
を
中
心
に
、
ヤ
マ
ユ
リ

な
ど
夏
の
花
の
観
察
を
楽
し
み

ま
せ
ん
か
。

▽
日
時　

７
月　

日
（
祝
日
）

２０

午
前
９
時　

分
郷
土
博
物
館
会

３０

議
室
集
合

▽
観
察
地　

市
立
狭
山
緑
地

▽
講
師　

鈴
木
幸
子
氏
（
東
京

生
薬
協
会
栽
培
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）

▽
持
ち
物　

筆
記
用
具

�
以
上
の
お
申
込
み
・
問
合
せ

は
、
郷
土
博
物
館
�　

―　

―

０４２

５６７

４
８
０
０
ま
で
。

体
育
館

▽
申
込
方
法　

申
込
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
社
会
教
育
課

ま
た
は
市
民
体
育
館
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
申
込
書
を
社
会

教
育
課
へ
フ
ァ
ク
ス
（　

―　
０４２

５６３

―
５
９
３
３
）
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。メ
ー
ル（sh

ak
aik
y
oi

k
u
@
city
.h
ig
ash
iy
am
ato.lg

.

jp

）の
場
合
は
、
①
参
加
種
目
②

団
体
名
③
代
表
者
氏
名
④
住
所

⑤
連
絡
先
⑥
参
加
者
氏
名
を
添

え
て
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

社
会
教
育
課
・
内

線
１
５
５
５
ま
で
。

東大和市ふれあい広場～パネル展 ふれあい広場（玉川上水駅北側）では、夏の星空パネル展を 7月 14日（火）まで開催しています（正午
～午後 6時）。休業日はありません／問合せ　企画課・内線 1425 まで

　

ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
を
通
じ
て
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
を
広
げ
る
と
と
も
に
、
健

康
保
持
と
相
互
交
流
を
図
る
こ

と
を
目
的
に
第　

回
ふ
れ
あ
い

４５

市
民
運
動
会
を
開
催
し
ま
す
。

開
催
に
あ
た
り
、
事
前
申
込
種

目
へ
の
参
加
団
体
を
募
集
し
ま

す
の
で
、
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
種
目
へ
の
参
加
は
１

種
目
か
ら
で
き
ま
す
。
申
込
数

が
定
数
を
超
え
た
場
合
は
抽
選

と
な
り
ま
す
。

▽
日
時　

９
月　

日
豸
午
前
９

２７

時　

分
〜
午
後
３
時　

分
（
予

３０

３０

定
）

※
雨
天
中
止
（
当
日
の
午
前
６

時　

分
に
決
定
）

３０
▽
会
場　

上
仲
原
公
園
野
球
場

▽
募
集
対
象　

市
民
で
構
成
さ

れ
た
団
体

▽
募
集
種
目
・
参
加
人
数
・
募

集
団
体
数　

右
下
表
の
と
お
り

▽
募
集
期
限　

８
月　

日
豺

３１

▽
申
込
書
の
配
布
場
所　

社
会

教
育
課
（
市
役
所
５
階
）、市
民

■
企
画
展
示
「
戦
後　

年
〜
私

７０

た
ち
の
ま
ち
は
戦
場
だ
っ
た

〜
」
開
催
の
お
知
ら
せ

　

終
戦
か
ら　

年
が
経
過
す
る

７０

こ
と
に
あ
わ
せ
、
戦
争
や
戦
時

中
の
生
活
に
関
す
る
収
蔵
資
料

や
市
民
の
方
が
お
持
ち
の
資
料

を
展
示
し
ま
す
。
ま
た
、
市
内

に
残
る
軍
需
工
場
の
変
電
所
を

中
心
に
、
全
国
に
残
る
戦
争
や

空
襲
の
痕
跡
を
写
真
等
で
紹
介

し
ま
す
。

▽
日
時　

７
月　

日
貍
〜
９
月

１１

６
日
豸
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

▽
休
館
日　

毎
週
月
曜
日

※
７
月　

日
（
祝
日
）
は
開
館
、

２０

翌　

日
貂
は
休
館
し
ま
す
。

２１
▽
会
場　

郷
土
博
物
館
企
画
展

示
室 郷

土
博
物
館 

�

ま
す
。ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▽
期
間　

７
月　

日
貍
〜
８
月

１１

　

日
豺
（
７
月　

日
貍
は
無
料

３１

１１

開
放
日
と
な
り
ま
す
）

▽
時
間　

午
前　

時
〜
午
後
６

１０

時
（
７
月　

日
豺
〜　

日
貊
は

１３

１７

午
後
１
時　

分
〜
６
時
。
入
場

３０

は
と
も
に
午
後
５
時
ま
で
）

▽
場
所　

市
民
体
育
館
北
側

（
桜
が
丘
２
―　

―　

）

１６７

１３

▽
入
場
方
法　

市
民
プ
ー
ル
入

口
に
あ
る
自
動
券
売
機
で
「
市

民
プ
ー
ル
利
用
券
」
を
お
買
い

求
め
く
だ
さ
い
。

▽
利
用
料
金　

左
表
の
と
お
り

▽
サ
ー
ビ
ス　

ビ
ー
ト
板
・
プ

ル
ブ
イ
の
無
料
貸
出
（
個
数
制

限
有
）、　

ｍ
を
自
分
の
ペ
ー
ス

２５

で
泳
ぎ
た
い
方
の
た
め
に
「
完

泳
コ
ー
ス
」
を
設
置
。

▽
ス
タ
ン
プ
特
典　

１
回
の
利

用
ご
と
に
ス
タ
ン
プ
を
１
個
押

し
て
ス
タ
ン
プ　

個
で
入
場
料

２０

が
１
回
無
料
に
な
り
ま
す
。

▽
イ
ベ
ン
ト　

ビ
ン
ゴ
大
会
（
不

定
期
実
施
）

※
休
憩
時
間
内
に
、
数
字
を
３

つ
引
き
、
ロ
ッ
カ
ー
の
番
号
と

一
致
す
る
と
大
当
た
り
と
な
り
、

ド
リ
ン
ク
等
が
当
た
り
ま
す
。

▽
利
用
上
の
注
意

①
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ

い
（
身
体
障
害
者
本
人
が
運

転
・
同
乗
す
る
場
合
は
除
く
）。

②
プ
ー
ル
サ
イ
ド
で
の
水
分
補

給
は
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
等
の 
蓋 
付

ふ
た

き
に
限
り
ま
す
（
ア
ル
コ
ー
ル

類
の
持
込
み
は
不
可
）。

③
就
学
前
の
幼
児
が
利
用
す
る

場
合
は
、
中
学
生
以
上
で
水
着

着
用
の
付
添
が
必
要
で
す
（
付

添
者
も
入
水
が
必
要
で
す
）。

④
オ
ム
ツ
が
取
れ
て
い
な
い
、

ま
た
オ
ム
ツ
（
水
遊
び
用
オ
ム

ツ
を
含
む
）
を
し
た
ま
ま
で
の

遊
泳
は
お
断
り
し
て
い
ま
す
。

⑤
飛
込
み
や
潜
水
等
の
危
険
な

行
為
や
、
他
の
利
用
者
の
迷
惑

と
な
る
行
為
は
禁
止
で
す
。

⑥
プ
ー
ル
水
槽
内
で
の
メ
ガ
ネ

や
ア
ク
セ
サ
リ
ー
類
の
着
用
は

で
き
ま
せ
ん
。

⑦
そ
の
他
の
注
意
事
項
は
、
プ

ー
ル
係
員
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

▽
管
理
運
営
者　

ロ
ン
ド
・
ス

ポ
ー
ツ　

ジ
ェ
イ
レ
ッ
ク
共
同

事
業
体

▽
問
合
せ　

社
会
教
育
課
・
内

線
１
５
５
２
、
プ
ー
ル
開
催
期

間
中
は
市
民
プ
ー
ル
�　

―　
０４２

５６５

―
０
０
６
１
ま
で
。

市民プール利用料金
超過料金
（1時間につき）

基本料金
（2時間以内）区　分

150円300円大　人
50円100円中学生
30円50円小学生

無　料幼　児
※付添いの方も有料です。
※7月11日貍は無料開放日です。

　

第
４
回
東
大
和
市
グ
ル
メ
コ

ン
テ
ス
ト
〝
う
ま
か
ん
べ
ぇ

〜
祭
〞
で
第
１
位
に
な
っ
た

『
プ
リ
モ
チ
海
老
ワ
ン
タ
ン
』

の
ア
レ
ン
ジ
『
海
老
ワ
ン
タ
ン

ス
ー
プ
』
と
『
五
目
黄
金
チ
ャ

ー
ハ
ン
』
を
お
父
さ
ん
と
一
緒

に
作
り
ま
し
ょ
う
。

▽
対
象　

市
内
在
住
で
、
小
学

生
以
上
の
親
子
（
父
と
子
）

▽
日
時　

７
月　

日
貍
午
前　

１８

１０

時
〜
正
午

▽
場
所　

中
央
公
民
館

▽
定
員　
　

組
（
申
込
順
）

１５

▽
講
師　

伊
藤
良
雄
氏
（「
中
華

料
理　

空
龍
」
店
長
）

▽
費
用　

大
人　

円
・
子
ど
も

５００

　

円
（
当
日
集
金
）

３００▽
持
ち
物　

エ
プ
ロ
ン
、
三
角

巾
、
タ
オ
ル
、
飲
み
物

▽
保
育　

１
歳
以
上
の
未
就
学

児
〔
定
員
６
人
（
申
込
順
）〕

▽
手
話
通
訳　

ご
希
望
の
方
は
、

フ
ァ
ク
ス
（　

―　

―
５
９
３

０４２

５６３

１
）
ま
た
は
メ
ー
ル（sh

im
in
s

eikatsu@
city
.h
ig
ash
iy
am
at

o.lg
.jp

）
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

▽
保
育
・
手
話
通
訳
申
込
期
限

７
月
８
日
貉

▽
講
座
申
込
期
限　

７
月　

日
１６

貅▽
申
込
み
・
問
合
せ　

市
民
生

活
課
・
内
線
１
７
１
５
ま
で
。

第
２
回
男
女
共
同
参
画
講
座

イ
ク
メ
ン
お
父
さ
ん
と
 

一
緒
に
作
る
プ
ロ
の
味
！

参
加
団
体
を 

　
　
　
　

募
集 

ふ
れ
あ
い
市
民
運
動
会 

事
前
申
込
種
目 

図書館からのお知らせ（7月）
おはなし会

実施日・時間対象（【　】は内容）場　所
 3 日（金）・17日（金）
午後3 時30分～4時

4歳～小学1年生
（保護者入場可）中央図書館

�042-564
-2454 11日（土）・25日（土）

午後3 時30分～4時小学2年生以上

10日（金）・24日（金）
午前 10時30分～11時

3歳以下及び保護者
【わらべうたと絵本】桜が丘図書館

�042-567
-2231  9 日（木）・23日（木）

午後3 時30分～4時4歳以上

 9 日（木）・23日（木）
午前 10時30分～11時

3歳以下及び保護者
【わらべうたと絵本】清原図書館

�042-564
-2944  8 日（水）・22日（水）

午後3 時30分～4時4歳以上

※予約の必要はありません。当日直接会場にお越しください。

移動図書館「みずうみ号」巡回日程
巡回日巡回時間ステーション名

 8 日（水）・22日（水）
午後1時30分～2時15分多摩湖畔自治会集会所前
午後2時30分～3時15分上北台団地東側
午後3時30分～4時15分蔵敷公民館

 1 日（水）・15日（水）
・29日（水）

午後2時30分～3時15分向原市民センター
午後3時30分～4時15分清水神社境内

※悪天候の日はお休みします。運行については中央図書館までお問
い合わせください。

開館時間・休館日
日土金木水火月

午前10時～
午後5時午前10時～午後7時

休館日
 午前10 時 
～午後5時

中央図書館

午前 10時～午後5時
桜が丘図書館

休館日清原図書館
【休館日】毎週火曜日（清原図書館は毎週月曜日も休館） 、毎月第 3
 木曜日、土・日曜日を除く祝日、年末年始、蔵書点検期間
中央図書館・桜が丘図書館：7 月  7・14・16・20・21・28日
清原図書館 ：7 月  6・7・13・14・16・20・21・27・28日

募集種目・参加人数・募集団体数
種目説明募集団体数参加人数種目

足をロープでつなぎ、一致団
結してゴールを目指します。12団体10人むかで競走

大きなバトンを持ち4人でリ
レーをします。12団体4人大バトンリレー

8団体によるトーナメント方
式の綱引きを行います。8団体10人綱引き

タンカやバケツを使った防
災に関するリレーです。12団体4人防災リレー
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厨
房
・
給
排
水
衛
生
設
備
工
事

（
大
成
温
調
・
吉
川
建
設
共
同

企
業
体
）、空
気
調
和
設
備
工
事

（
八
重
洲
・
尾
崎
建
設
共
同
企

業
体
）、電
気
設
備
工
事
（
村
山

電
気
株
式
会
社
）

　

今
後
も
（
仮
称
）
東
大
和
市

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
建
設
事
業

に
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し

　

平
成　

年　

月
に
策
定
し
た

２４

１１

「
東
大
和
市
学
校
給
食
基
本
計

画
」
に
基
づ
い
て
整
備
を
進
め

て
い
る
（
仮
称
）
東
大
和
市
学

校
給
食
セ
ン
タ
ー
新
築
工
事
の

受
注
者
が
、
入
札
の
結
果
、
次

の
と
お
り
決
ま
り
ま
し
た
。

▽
受
注
者　

建
築
工
事
（
淺

沼
・
大
和
建
設
共
同
企
業
体
）、

ま
す
。

　

な
お
、
新
築
工
事
に
伴
い
、

工
事
説
明
会
を
行
い
ま
す
。

▽
工
事
説
明
会
日
時
・
場
所

①
７
月
２
日
貅
午
後
７
時
か

ら：

南
街
市
民
セ
ン
タ
ー

②
７
月
４
日
貍
午
後
２
時
か

ら：

桜
が
丘
市
民
セ
ン
タ
ー

※
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

お
車
で
の
ご
来
場
は
ご
遠
慮
く

だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

給
食
課
�　

―　
０４２

５６４

―
１
２
８
２
ま
で
。

（
仮
称
）
東
大
和
市
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
 

　
　

新
築
工
事
の
受
注
者
が
決
定
し
ま
し
た

の
職
員
が
お
伺
い
し
、
家
屋
の

床
面
積
や
内
部
・
外
部
の
使
用

資
材
・
仕
上
げ
な
ど
を
調
査
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

該
当
す
る
家
屋
を
お
持
ち
の

方
は
、
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま

す
。
調
査
の
日
程
や
時
間
に
つ

い
て
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
家
屋
の
取
り
壊
し
を

し
た
場
合
も
、
次
年
度
か
ら
課

税
を
し
な
い
た
め
の
処
理
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
あ
わ
せ

て
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
問
合
せ　

課
税
課
・
内
線
１

０
５
９
ま
で
。

■
家
屋
調
査
に
ご
協
力
を

　

平
成　

年
１
月
２
日
か
ら
平

２７

成　

年
１
月
１
日
ま
で
に
新
築

２８
ま
た
は
増
築
さ
れ
た
家
屋
に
は
、

平
成　

年
度
か
ら
固
定
資
産
税

２８

と
都
市
計
画
税
が
課
税
さ
れ
ま

す
。

　

こ
の
た
め
、
市
で
は
課
税
の

基
礎
と
な
る
家
屋
の
評
価
額
を

算
出
す
る
た
め
の
調
査
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
家
屋
に
は
、
市

■
固
定
資
産
（
土
地
）
の
現
況

調
査
を
行
っ
て
い
ま
す

　

市
で
は
、
地
方
税
法
に
基
づ

き
、
土
地
の
利
用
状
況
に
つ
い

て
、
毎
年
現
況
調
査
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
土
地
の

現
況
確
認
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

税
額
を
算
出
す
る
た
め
に
必
要

な
調
査
で
す
。
調
査
は
、
身
分

証
明
証
を
携
行
し
た
市
職
員
が

随
時
行
っ
て
い
ま
す
。
ご
理
解

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
問
合
せ　

課
税
課
・
内
線
１

０
５
７
ま
で
。

税
　 

　  

金 

■
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
運
営
委

員
会

　

７
月　

日
貊
午
後
２
時
か
ら

１０

／
場
所　

市
役
所
会
議
棟
第

６
・
７
・
８
会
議
室
／
議
題　

平

成　

年
度
東
大
和
市
学
校
給
食

２６
会
計
収
入
支
出
決
算
の
報
告
等

／
傍
聴
者
の
定
員　
　

人
（
先

１０

着
順
）
／
当
日
直
接
会
場
に
お

越
し
く
だ
さ
い
／
給
食
課
�　
０４２

―　

―
１
２
８
２
ま
で
。

５６４
■
下
水
道
使
用
料
審
議
会

　

市
で
は
、
下
水
道
使
用
料
の

改
定
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
、

東
大
和
市
下
水
道
使
用
料
審
議

会
を
開
催
し
ま
す
。

　

７
月　

日
貊
午
後
１
時　

分

１０

３０

か
ら
／
場
所　

中
央
公
民
館
視

聴
覚
室
／
傍
聴
者
の
定
員　

５

人
（
先
着
順
）
／
当
日
直
接
会

場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
／
下
水

道
課
・
内
線
１
２
３
１
ま
で
。

■
社
会
教
育
委
員
会
議

　

７
月　

日
貂
午
後
３
時
か
ら

２１

／
場
所　

市
役
所
会
議
棟
第
４

会
議
室
／
傍
聴
者
の
定
員　

５

人（
先
着
順
）／
当
日
直
接
会
場

ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
／
社
会

教
育
課
・
内
線
１
５
５
４
ま
で
。

委
員
会
・
審
議
会 

保
税
を
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。
届
出
の
手
続
き
は　
１４

日
以
内
に
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

▽
納
税
義
務
者　

国
保
税
の
納

税
義
務
者
は
法
令
に
基
づ
き
、

世
帯
主
と
な
り
ま
す
。例
え
ば
、

世
帯
主
が
他
の
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
て
も
、
ご
家
族
が
国

民
健
康
保
険
の
資
格
を
取
得
し

て
い
る
と
、
国
保
税
の
納
税
義

務
者
は
世
帯
主
と
な
り
ま
す
。

▽
国
保
税
の
納
付　

国
保
税
は

国
民
健
康
保
険
事
業
の
貴
重
な

財
源
と
な
り
ま
す
。
納
期
限
内

の
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

①
納
付
書
払
い　

納
税
通
知
書

に
同
封
の
納
付
書
に
よ
り
、
各

納
期
限
ま
で
に
お
支
払
い
く
だ

さ
い
。
送
付
し
た
納
税
通
知
書

と
納
付
書
は
、
分
冊
式
と
な
っ

て
い
ま
す
。
納
付
書
の
納
期
限

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
既
に
口
座
振
替
の
手
続
き
を

し
て
い
る
場
合
に
は
、
納
付
書

は
同
封
し
て
い
ま
せ
ん
。

②
口
座
振
替　

口
座
振
替
の
手

続
き
を
す
る
と
、
指
定

の
口
座
か
ら
納
期
限
毎

に
国
保
税
が
納
め
ら
れ

ま
す
。
一
度
手
続
き
す

る
と
毎
年
継
続
さ
れ
ま

す
。

③
特
別
徴
収
等　

世
帯

内
の
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
全
員
が　

歳
以

６５

上　

歳
未
満
の
世
帯
の

７５
世
帯
主
（
擬
制
世
帯
主

等
は
除
く
）
等
の
一
定

の
条
件
に
該
当
す
る
方

は
、
国
保
税
が
年
金
か

ら
の
引
き
落
と
し
に
よ

る
納
付（
特
別
徴
収
）と

な
り
ま
す
。

　

な
お
、
特
別
徴
収
を

中
止
し
、
口
座
振
替
に

の
条
件
に
該
当
す
る
場
合
、
表

２
の
と
お
り
自
己
負
担
額
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。
対
象
と
思
わ
れ

る
方
に
は
、
６
月
下
旬
に
関
係

書
類
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。

　

８
月
が
更
新
月
と
な
り
ま
す

の
で
、「
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
」
の
交
付
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い（
郵
送
可
）。

▽
対
象　

国
民
健
康
保
険
高
齢

受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方

�
低
所
得
者
Ⅱ 

世
帯
主
及
び

同
一
世
帯
の
国
保
被
保
険
者
が

平
成　

年
度
市
町
村
民
税
非
課

２７

税
の
方

�
低
所
得
者
Ⅰ 

世
帯
主
及
び

同
一
世
帯
の
国
保
被
保
険
者
が

平
成　

年
度
市
町
村
民
税
非
課

２７

税
で
、
そ
の
世
帯
の
所
得
区
分

ご
と
に
必
要
経
費
・
控
除（
公
的

年
金
等
の
控
除
額
は　

万
円
）

８０

を
差
し
引
い
た
各
所
得
が
い
ず

れ
も
０
円
と
な
る
方
（
年
金
収

入
が　

万
円
以
下
の
方
な
ど
）

８０

▽
申
請
に
必
要
な
も
の

①
郵
送
さ
れ
た
書
類

②
国
民
健
康
保
険
証

③
高
齢
受
給
者
証

④
印
鑑

⑤
長
期
入
院
該
当
者
（
平
成　
２６

年
８
月
１
日
以
降　

日
９０

以
上
入
院
し
た
方
）
は

入
院
日
数
を
証
明
す
る

領
収
書
（
コ
ピ
ー
可
）

⑥
世
帯
主
及
び
同
一
世

帯
の
国
保
被
保
険
者
の

市
町
村
民
税
非
課
税
証

明
書（
平
成　

年
１
月
２

２７

日
以
後
に
転
入
し
た
方

の
み
）

※
郵
送
可
（
①
⑤
⑥
を

郵
送
し
て
く
だ
さ
い
）

▽
問
合
せ　

保
険
年
金

課
・
内
線
１
０
２
１
ま

で
。

　

市
の
国
民
健
康
保
険
高
齢
受

給
者
証
を
お
持
ち
の
方
で
、
平

成　

年
度
の
市
町
村
民
税
が
非

２７
課
税
世
帯
で
あ
る
な
ど
、
一
定

限
度
額
適
用
 

標
準
負
担
額
減
額
 

認
定
証
の
交
付
申
請

　

平
成　

年
度
の
国
民
健
康
保

２７

険
税
（
国
保
税
）
の
納
税
通
知

書
を
７
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

▽
国
保
税
の
算
出
方
法　

国
保

税
は
、医
療
分〈
基
礎
課
税
額
〉、

支
援
分
〈
後
期
高
齢
者
支
援
金

等
課
税
額
〉
及
び
介
護
分
〈
介

護
納
付
金
課
税
額
〉
（　

歳
以

４０

上　

歳
未
満
の
方
が
対
象
）
に

６５
区
分
し
、
表
１
の
税
率
等
に
基

づ
き
、
課
税
限
度
額
を
限
度
と

し
て
算
出
し
た
合
計
額
が
、
世

帯
の
１
年
間
の
国
保
税
の
金
額

と
な
り
ま
す
。

　

年
度
途
中
で
資
格
の
取
得
ま

た
は
喪
失
（
世
帯
員
の
転
入
・

転
出
・
出
生
・
健
康
保
険
の
資

格
の
取
得
・
喪
失
等
）
が
あ
る

場
合
に
は
、
月
割
り
で
税
額
が

変
更
と
な
り
ま
す
。ま
た
、前
年

中
の
総
所
得
金
額
等
に
変
更
が

生
じ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
税

額
が
変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
被
保
険
者
資
格
の
取
得
・
喪

失
と
国
保
税　

国
民
健
康
保
険

の
被
保
険
者
資
格
は
、
他
の
健

康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
場
合

や
生
活
保
護
の
受
給
等
、
適
用

除
外
事
由
に
該
当
す
る
場
合
を

除
き
、
社
会
保
障
制
度
の
一
環

と
し
て
、
他
の
社
会
保
険
制
度

と
同
様
に
強
制
適
用
と
な
り
ま

す
。

　

国
保
税
は
、
資
格
を
取
得
し

た
月
（
職
場
の
健
康
保
険
等
を

抜
け
た
月
、
他
の
市
町
村
か
ら

転
入
し
た
月
）
か
ら
算
定
さ
れ

ま
す
。
市
役
所
へ
の
届
出
時
か

ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
届
出
が

遅
れ
る
と
、
被
保
険
者
に
な
っ

た
時
点
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
国

国民健康保険からの 

お知らせ 

よ
る
納
付
方
法
を
選
択
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。

　

特
別
徴
収
を
中
止
し
、
口
座

振
替
を
希
望
す
る
場
合
は
、
お

早
め
に
、
被
保
険
者
証
、
金
融

機
関
等
の
口
座
番
号
等
が
わ
か

る
も
の
、
口
座
届
出
印
を
お
持

ち
の
う
え
、
保
険
年
金
課
（
市

役
所
１
階
）
で
、
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
手
続
き

の
時
期
に
よ
り
、
口
座
振
替
へ

の
変
更
時
期
が
異
な
り
ま
す
。

▽
国
保
税
の
軽
減　

国
保
税
は
、

被
保
険
者
等
の
申
告
に
基
づ
く

総
所
得
金
額
等
を
基
に
算
出
さ

れ
ま
す
。
総
所
得
金
額
等
が
一

定
額
以
下
の
世
帯
に
つ
い
て
は
、

均
等
割
額
及
び
平
等
割
額
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。
確
定
申
告
や
住

民
税
の
申
告
が
済
ん
で
い
な
い

と
、
こ
の
軽
減
措
置
が
受
け
ら

れ
ま
せ
ん
。
所
得
の
有
無
に
関

わ
ら
ず
、
税
務
署
ま
た
は
、
市

役
所
に
必
ず
申
告
を
し
て
く
だ

さ
い
。

▽
国
保
税
の
減
免
等　

災
害
そ

の
他
特
別
の
事
情
に
よ
り
所
得

が
著
し
く
減
少
し
、
納
付
が
困

難
な
場
合
、
国
保
税
の
減
免
の

制
度
が
あ
り
ま
す
。
納
税
で
き

な
い
ま
ま
納
期
限
が
過
ぎ
て
し

ま
う
と
、
延
滞
金
が
加
算
さ
れ

た
り
、
滞
納
処
分
を
受
け
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
早
め

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

保
険
年
金
課
・
内

線
１
０
２
３
ま
で
。

表 1　平成 27年度国民健康保険税の税率等・課税限度額
〔医療分〕

〔前年の総所得金額－基礎控除（33万円）〕×5.01％所得割額

本年度の固定資産税額×10％資産割額

被保険者1人当たり　20,500円均等割額

1世帯当たり（特定世帯、特定継続世帯以外） 9,000円

平等割額 1世帯当たり（特定世帯）　　　　　　　　  4,500円

1世帯当たり（特定継続世帯）　　　　　　  6,750円

　51万円課税限度額

〔支援分〕

〔前年の総所得金額－基礎控除（33万円）〕×1.60％所得割額

被保険者1人当たり　　　　　　　　　　   7,500円均等割額

　14万円課税限度額

〔介護分〕

〔前年の総所得金額－基礎控除（33万円）〕×1.75％所得割額

被保険者1人当たり　　　　　　　　　　 10,400円均等割額

　12万円課税限度額

������������������������������������������������

表2　自己負担額（月額）・入院時食事療養費の
　　　自己負担限度額（国保高齢受給者）

入院時食事療養費
（1食当たり）

外来＋入院
（世帯単位）

外来
（個人単位）区　分

210円（90日までの入院）
160円（過去12か月で90

日を超える入院）
24,600円

8,000円
低所得者Ⅱ

100円15,000円低所得者Ⅰ

※一般（自己負担1割または2割）：外来のみは12,000円。外来＋入院は44,400円。
※一定以上所得者（自己負担3割）：外来のみは44,400円。外来＋入院は80,100円
＋（医療費－267,000円）×1％
�������������������������
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■
平
成　

年
度
の
保
険
料
額
決

２７

定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　

平
成　

年
度
後
期
高
齢
者
医

２７

療
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
７

月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
保
険

料
は
平
成　

年
中
の
所
得
を
も

２６

と
に
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
で
決
定
し
て
い
ま
す
。

▽
保
険
料
の
納
付
方
法　

特
別

徴
収
と
普
通
徴
収
の
２
種
類
の

方
法
が
あ
り
ま
す
。

【
特
別
徴
収
】
年
金
か
ら
の
引

き
落
と
し
に
よ
り
納
付
す
る
方

法
で
す
。
４
月
・
６
月
・
８
月

の
年
金
か
ら
引
き
落
と
さ
れ
る

保
険
料
は
、
平
成　

年
中
の
所

２５

得
を
も
と
に
仮
決
定
し
た
金
額

で
す
。
今
回
、
平
成　

年
中
の

２６

所
得
を
も
と
に
、
平
成　

年
度

２７

の
保
険
料
を
決
定
し
て
い
ま
す
。

【
普
通
徴
収
】
納
付
書
ま
た
は

口
座
振
替
で
納
付
す
る
方
法
で

す
。
１
年
間
の
保
険
料
を
第
１

期
（
７
月
）
か
ら
第
８
期
（
平

成　

年
２
月
）
ま
で
の
８
回
に

２８
分
け
て
納
付
し
ま
す
。

　

保
険
料
の
納
付
方
法
は
原
則

（１）と
し
て
特
別
徴
収
で
す
が
、
一

定
の
条
件
に
該
当
す
る
場
合
は

普
通
徴
収
と
な
り
ま
す
。
通
知

書
の
下
段
に
記
載
し
て
い
る

「
期
割
保
険
料
額
」
欄
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　

平
成　

年
度
に
保
険
料
額
の

（２）

２６

変
更
（
軽
減
適
用
・
所
得
更
正

等
）
の
対
象
と
な
り
、
平
成　
２６

年　

月
以
降
の
特
別
徴
収
が
中

１０
止
さ
れ
て
い
る
方
は
、
原
則
と

し
て
９
月
ま
で
は
普
通
徴
収
と

な
り
、　

月
か
ら
特
別
徴
収
が

１０

再
開
さ
れ
ま
す
。

　

特
別
徴
収
か
ら
口
座
振
替
へ

（３）の
変
更
を
希
望
す
る
方
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
既
に
変

更
の
申
出
を
し
た
方
は
手
続
き

不
要
で
す
。

■
一
部
負
担
金
の
割
合
の
変
更

に
伴
う
被
保
険
者
証
を
送
付
し

ま
す

　

被
保
険
者
証
の
一
部
負
担
金

の
割
合
に
変
更
が
あ
る
方
に
は
、

８
月
１
日
か
ら
使
用
す
る
新
し

い
被
保
険
者
証
を
７
月
下
旬
に

郵
送
し
ま
す
。

　

一
部
負
担
金
割
合
の
判
定
方

法
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
一
部
負
担
金
の
割
合
が
１
割

の
方

：

同
一
世
帯
の
被
保
険
者

全
員
の
平
成　

年
度
市
町
村
民

２７

税
の
課
税
所
得
が　

万
円
未
満

１４５

の
場
合

○
一
部
負
担
金
の
割
合
が
３
割

の
方

：

同
一
世
帯
の
被
保
険
者

の
中
に
平
成　

年
度
市
町
村
民

２７

税
の
課
税
所
得
が　

万
円
以
上

１４５

の
方
が
い
る
場
合

�
課
税
所
得
が　

万
円
以
上
で

１４５

も
、
以
下
の
条
件
を
満
た
す
方

は
、
申
請
が
認
め
ら
れ
る
と
一

部
負
担
金
の
割
合
が
３
割
か
ら

１
割
に
な
り
ま
す
。

①
同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
１

人
の
場
合

：

平
成　

年
中
の
収

２６

入
額
が　

万
円
未
満
（
同
一
世

３８３

帯
に　

歳
〜　

歳
の
国
保
ま
た

７０

７４

は
会
社
の
健
康
保
険
等
の
加
入

者
が
い
る
場
合
は
そ
の
方
と
の

合
計
収
入
額
が　

万
円
未
満
）

５２０

②
同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
２

人
以
上
の
場
合

：

被
保
険
者
全

員
の
平
成　

年
中
の
合
計
収
入

２６

額
が　

万
円
未
満

５２０

�
右
記
判
定
に
加
え
、
昭
和　
２０

年
１
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の
被

保
険
者
及
び
同
じ
世
帯
の
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者

の
場
合
、
賦
課
の
も
と
と
な
る

所
得
金
額
の
合
計
額
が　

万
円

２１０

以
下
で
あ
れ
ば
１
割
負
担
と
な

り
ま
す
。　

▽
申
請
に
必
要
な
も
の　

被
保

険
者
証
、
平
成　

年
度
確
定
申

２７

告
の
写
し
（
平
成　

年
中
の
収

２６

入
が
わ
か
る
も
の
）、
印
鑑

※
新
し
い
被
保
険
者
証
が
届
い

た
方
は
、
こ
れ
ま
で
お
使
い
の

も
の
を
８
月
以
降
に
ご
自
身
で

破
棄
し
て
い
た
だ
く
か
、
保
険

年
金
課
（
市
役
所
１
階
）、ま
た

は
市
民
セ
ン
タ
ー
に
返
却
し
て

く
だ
さ
い
。

■
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
（
減
額
認
定
証
）

の
交
付
申
請
を
お
願
い
し
ま
す

　

次
の
①
②
の
所
得
条
件
に
該

当
す
る
方
は
、
申
請
し
て
認
め

ら
れ
る
と
、
入
院
時
等
の
自
己

負
担
限
度
額
や
食
事
代
が
軽
減

さ
れ
る
減
額
認
定
証
が
交
付
さ

れ
ま
す
（
左
上
表
参
照
）。

　

過
去
に
減
額
認
定
証
を
交
付

さ
れ
た
方
で
、
平
成　

年
度
も

２７

①
②
の
所
得
条
件
に
該
当
す
る

方
に
は
、
新
し
い
減
額
認
定
証

を
７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。　

　

な
お
、
新
た
に
対
象
と
な
る

と
思
わ
れ
る
方
に
は
、
８
月
上

旬
に
関
係
書
類
を
郵
送
し
ま
す

の
で
、
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い

（
郵
送
可
）。

①
区
分
Ⅱ

：

世
帯
全
員
が
平
成

　

年
度
市
町
村
民
税
非
課
税
の

２７方
の
う
ち
、
区
分
Ⅰ
に
該
当
し

な
い
方

②
区
分
Ⅰ

：

世
帯
全
員
が
平
成

　

年
度
市
町
村
民
税
非
課
税
で
、

２７年
金
収
入　

万
円
以
下（
そ
の
他

８０

の
所
得
が
な
い
）
の
方
ま
た
は

老
齢
福
祉
年
金
を
受
給
し
て
い

る
方

▽
申
請
に
必
要
な
も
の　

郵
送

さ
れ
た
書
類
、
被
保
険
者
証
、

印
鑑
（
郵
送
の
場
合
、
書
類
の

み
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
）

※
現
在
お
持
ち
の
減
額
認
定
証

は
８
月
以
降
に
ご
自
身
で
破
棄

し
て
い
た
だ
く
か
、
保
険
年
金

課
ま
た
は
市
民
セ
ン
タ
ー
に
返

却
し
て
く
だ
さ
い

�
以
上
の
申
請
・
問
合
せ
は
、

保
険
年
金
課
・
内
線
１
０
２
６

ま
で
。

�

　

保
護
者
補
助
金
・
就
園
奨
励

費
補
助
金
交
付
の
対
象
の
方
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。 
詳
し
く
は
、

園
か
ら
配
布
さ
れ
る
案
内
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
案
内
が
お
手
元
に
届

か
な
い
場
合
や
内
容
に
不
明
な

点
が
あ
る
場
合
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
保
護
者
補
助
金
】

▽
対
象　

市
内
に
住
所
が
あ
る

３
・
４
・
５
歳
児
（
平
成　

年
２７

４
月
１
日
現
在
。
年
度
途
中
で

満
３
歳
に
な
る
幼
児
も
含
む
）

を
、
私
学
助
成
を
受
け
る
私
立

幼
稚
園
、
幼
稚
園
類
似
の
幼
児

施
設
も
し
く
は
施
設
型
給
付
を

受
け
る
私
立
幼
稚
園
や
認
定
こ

ど
も
園
に
１
号
認
定
で
通
園
さ

せ
て
い
る
保
護
者
の
方

【
就
園
奨
励
費
補
助
金
】

▽
対
象　

市
内
に
住
所
が
あ
る

３
・
４
・
５
歳
児
（
平
成　

年
２７

４
月
１
日
現
在
。
年
度
途
中
で

満
３
歳
に
な
る
幼
児
も
含
む
）

を
、
私
学
助
成
を
受
け
る
私
立

幼
稚
園
に
通
園
さ
せ
て
い
る
保

護
者
の
方

※
私
学
助
成
を
受
け
る
市
内
の

私
立
幼
稚
園

：

狭
山
ケ
丘
幼
稚

園
、
大
和
富
士
幼
稚
園
、
大
和

八
幡
幼
稚
園

※
施
設
型
給
付
を
受
け
る
市
内

の
認
定
こ
ど
も
園 

：

こ
ど
も
学
園

▽
問
合
せ　

保
育
課
・
内
線
１

７
５
３
、
ま
た
は
通
園
し
て
い

る
幼
稚
園
等
へ
。

後期高齢者 
　医療保険からの 
　　　　お知らせ 

幼
稚
園
児
の 

　
　
　
保
護
者
の
方
へ 

補
助
金
の 

　
　
申
請
手
続
き 

　

平
成　

年
度
「
青
少
年
の
非

２７

行
・
被
害
防
止
全
国
強
調
月
間
」

は
、内
閣
府
が
中
心
と
な
っ
て
、

７
月
１
日
か
ら　

日
ま
で
の
１

３１

か
月
間
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

次
代
を
担
う
青
少
年
の
育
成

は
、
国
民
全
体
に
課
せ
ら
れ
た

義
務
で
あ
り
、
国
・
地
方
公
共

団
体
・
関
係
団
体
等
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
し
つ
つ
、

相
互
に
協
力
し
な
が
ら
、
地
域

が
一
体
と
な
っ
た
青
少
年
の
非

行
防
止
等
の
た
め
の
取
り
組
み

を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

皆
さ
ん
の
ご
理
解
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

【
青
少
年
の
非
行
・
被
害
防
止

全
国
強
調
月
間
の
重
点
目
標
】

�
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
に
係

る
非
行
及
び
犯
罪
被
害
防
止
対

策
の
推
進

�
有
害
環
境
へ
の
適
切
な
対
応

�
薬
物
乱
用
対
策
の
推
進

�
不
良
行
為
及
び
初
発
型
非
行

（
犯
罪
）
等
の
防
止

�
再
非
行
（
犯
罪
）
の
防
止

�
い
じ
め
・
暴
力
行
為
等
の
問

題
行
動
へ
の
対
応

�
青
少
年
の
福
祉
を
害
す
る
犯

罪
被
害
の
防
止

▽
問
合
せ　

青
少
年
課
・
内
線

１
７
４
２
ま
で
。

7
月
1
日
〜
３１
日
 

青
少
年
の
非
行
・
 

　

被
害
防
止
 

　
全
国
強
調
月
間

　

東
京
都
私
学
財
団
で
は
、
経

済
的
な
理
由
に
よ
り
高
等
学
校

ま
た
は
専
修
学
校
高
等
課
程
の

修
学
が
困
難
な
方
の
た
め
に
、

勉
学
に
必
要
な
資
金
の
一
部
を

速
や
か
に
借
り
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
進
学
前
に
あ
ら
か
じ

め
採
用
候
補
者
と
し
て
登
録
す

る
た
め
の
予
約
募
集
を
行
っ
て

い
ま
す
。

▽
対
象　

平
成　

年
４
月
に
高

２８

等
学
校
ま
た
は
専
修
学
校
高
等

課
程
に
進
学
を
希
望
し
て
い
る

中
学
３
年
生
で
、
本
人
と
保
護

者
が
都
内
に
住
所
を
有
し
て
い

る
こ
と
。
同
種
の
奨
学
金
を
他

か
ら
借
り
受
け
な
い
こ
と
等

▽
貸
付
額
（
月
額
）　

国
・
公

立
学
校
生
は
一
万
八
、
〇
〇
〇

円
、
私
立
学
校
生
は
三
万
五
、

〇
〇
〇
円

▽
利
子　

無
利
子

▽
提
出
書
類　

予
約
申
込
書
、

住
民
票
、
所
得
を
証
明
す
る
書

類
等
を
、
９
月　

日
貊
ま
で
に

１１

在
籍
す
る
学
校
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
詳
細
は
、
学
校
ま
た

は
学
校
教
育
課
（
市
役
所
５
階
）

に
あ
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

（
公
財
）東
京
都
私

学
財
団
振
興
部
育
英
資
金
課
�

　

―
５
２
０
６
―
７
９
２
９
へ
。

０３■
外
国
人
学
校
に
在
学
し
て
い

る
外
国
人
児
童
・
生
徒
の
保
護

者
の
方
へ

　

市
で
は
、
外
国
人
学
校
（
小

学
校
及
び
中
学
校
に
相
当
す
る

学
校
に
限
る
）
に
在
学
し
て
い

る
外
国
人
児
童
・
生
徒
の
保
護

者
を
対
象
に
、
教
育
費
の
負
担

を
軽
減
す
る
た
め
の
補
助
金
を

予
算
の
範
囲
内
で
交
付
し
て
い

ま
す
。
詳
細
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

学
校
教
育
課
・
内

線
１
５
２
２
ま
で
。

東
京
都
育
英
資
金
 

奨
学
生
の
予
約
募
集

平
成
　
年
度
に
高
等
学
校

　
　
等
に
入
学
す
る
方
へ

28
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表　一部負担金の割合、自己負担限度額等一覧
食費の
標準負担額
（1食当たり）

自己負担限度額（1か月）一部
負担金
の割合

平成27年度の
市民税課税所得区分 外来＋入院

（世帯単位）外来

260円

80,100円＋（10割分の医
療費－267,000円）×1％
※12か月間に4回以上高
額療養費に該当した場合、
4回目以降は44,400円

44,400円3割

145万円以上（注1）
※課税所得が145万円以
上であっても、同一世帯
の被保険者（70歳～74歳
の国保、社保等の加入者
がいる場合はその方を含
む）の収入合計額が520
万円未満（被保険者が1人
の場合は383万円未満）
の方は、申請が認められ
ると一部負担金の割合が
1割になります（申請が必
要です）。

現役並み
所得者

44,400円12,000円

1割

一般

145万円未満

210円（90日
以内の入院）

24,600円

8,000円

世帯の全員が非課税区分Ⅱ
160円（90日を超
える入院）（注2）

100円15,000円

世帯の全員が非課税
で、年金収入80万円
以下（その他所得がな
い）の方または老齢福
祉年金受給者

区分Ⅰ

（注1）昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同一世帯の被保険者は、賦課のもととなる
　　　所得金額の合計額が210万円以下であれば区分は一般となります。
（注2）区分Ⅱで、過去12カ月で入院日数が90日（他の健康保険加入期間も区分Ⅱ相当の減額
　　　認定証が交付されていれば通算できます）を超える場合は、入院日数を証明する領収書
　　　を持参し、申請が認められると食費の標準負担額が1食当たり160円になります（申請
　　　が必要です）。
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歳
以
上
の
方
（
第
１
号

６５
被
保
険
者
）に
つ
い
て
、平
成

　

年
度
介
護
保
険
料（
年
額
）

２７が
決
定
し
ま
し
た
の
で
、
７

月
初
旬
に
納
入
通
知
書
を
郵

送
し
ま
す
。特
別
徴
収（
年
金

天
引
き
）
の
方
は
既
に
仮
徴

収
を
し
て
い
ま
す
。

　

介
護
保
険
料
は
、
介
護
保

険
制
度
を
運
営
す
る
た
め
の

貴
重
な
財
源
と
な
り
ま
す
。

制
度
の
安
定
的
な
運
営
の
た

め
、
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

▽
介
護
保
険
料
負
担
の
仕
組

み　

介
護
保
険
に
係
る
費
用

は
、
国
、
都
、
市
の
公
費
と

保
険
料
と
で
原
則　

パ
ー
セ

５０

ン
ト
ず
つ
負
担
し
ま
す
。　
４０

歳
〜　

歳
の
方
の
保
険
料
は
、

６４

そ
の
方
が
加
入
し
て
い
る
医

療
保
険
の
算
定
方
法
に
基
づ

き
決
め
ら
れ
、
医
療
保
険
の

保
険
料
と
あ
わ
せ
て
納
め
ま

す
。　

歳
以
上
の
方
の
保
険

６５

料
は
、
市
が
定
め
た
基
準
額

に
、
そ
の
方
の
平
成　

年
中

２６

の
所
得
を
も
と
に
所
得
段
階

に
応
じ
た
割
合
を
乗
じ
て
決

め
ら
れ
、
一
部
の
方
を
除
き

特
別
徴
収
と
な
り
ま
す
。

▽
保
険
料
の
納
付
方
法　

納

付
方
法
は
次
の
と
お
り
で
す
。

納
期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

【
特
別
徴
収
】

　

受
給
し
て
い
る
老
齢
・
退

職
年
金
、
障
害
年
金
ま
た
は

遺
族
年
金
が
、月
額
一
万
五
、

〇
〇
〇
円
（
年
額　

万
円
）

１８

以
上
の
方
は
、
特
別
徴
収
と

な
り
、
そ
の
年
金
か
ら
介
護

保
険
料
が
天
引
き
さ
れ
ま
す
。

　

特
別
徴
収
は
、
年
額
保
険

料
を
６
期
（
年
金
支
給
月
の

４
月
・
６
月
・
８
月
・　

月
・

１０

　

月
・
翌
年
２
月
）
に
分
け

１２て
徴
収
し
ま
す
。
介
護
保
険

料
は
年
金
か
ら
の
徴
収
が
原

則
と
な
っ
て
お
り
、
納
付
書

払
い
（
普
通
徴
収
）
と
の
選

択
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
普
通
徴
収
】

　

年
金
の
年
額
が
、　

万
円

１８

未
満
の
方
は
普
通
徴
収
（
納

付
書
払
い
）
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
年
額　

万
円
以
上

１８

の
年
金
を
受
け
取
っ
て
い
る

方
で
も　

歳
に
な
っ
た
ば
か

６５

り
の
方
、
他
市
か
ら
転
入
さ

れ
た
方
、
平
成　

年
４
月
１

２７

日
時
点
で
ま
だ
年
金
を
受
け

取
っ
て
い
な
か
っ
た
方
は
、

一
定
期
間
普
通
徴
収
と
な
り
、

そ
の
後
自
動
的
に
特
別
徴
収

に
変
わ
り
ま
す
。
年
金
を
担

保
に
融
資
を
受
け
て
い
る
方

も
、
そ
の
間
は
普
通
徴
収
と

な
り
ま
す
。
な
お
、
保
険
料

段
階
が
変
わ
っ
た
方
は
、
特

別
徴
収
に
よ
る
金
額
以
外
に

一
部
を
納
付
書
に
よ
り
納
め

て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
普
通
徴
収
は
、
年
額
保

険
料
を
８
期
（
７
月
〜
翌
年

２
月
）
に
分
け
て
納
付
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。
納
入
通
知

書
に
同
封
の
納
付
書
に
よ
り
、

お
近
く
の
金
融
機
関
等
で
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。
一
時
的

に
普
通
徴
収
と
な
る
方
は
、

該
当
期
の
納
付
書
の
み
を
送

付
し
ま
す
。

▽
問
合
せ　

高
齢
介
護
課
・

内
線
１
１
７
１
ま
で
。

高額介護サービス費等の上限額が一部変わります　
　介護サービスを利用する場合にお支払いいた
だく利用者負担には、月々の負担の上限が設定
されています。1か月に支払った利用者の負担
の合計が負担の上限を超えた時は、申請により
超えた分が払い戻されます。一般的な所得の方
の負担の上限は37,200円です。今回の制度改
正に伴い、特に所得の高い現役並み所得相当の
方がいる世帯の方については、相応のご負担を
お願いするため、平成27年8月1日以降にご利
用されたサービスのご負担分から負担の上限が
37,200円（月額）から44,400円（月額）に引き
上げられます。なお、負担の上限の引き上げの
対象は、同一世帯内に課税所得（注）145万円
以上の65歳以上の方がいる世帯です。ただし、
同一世帯内に65歳以上の方が1人の場合はその
方の収入が383万円未満、同一世帯内に65歳以
上の方が2人以上いる場合はその方々の収入の合計額が520万円未満である時には、その旨を市にあらかじめ
申請することで、37,200円になります。該当すると思われる方には、申請についてのご案内をお送りします。
（表2参照）
（注）「課税所得」とは、収入から公的年金等控除、必要経費、給与所得控除等の地方税法上の控除金額を差し
　　引いた後の額をいいます。

　

平
成　

年
６
月
に
、
国
の
社
会

２６

保
障
・
税
一
体
改
革
の
実
現
に
向

け
た
「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び

介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す

る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に

関
す
る
法
律
」
が
成
立
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
介
護
保
険
制
度
の
一

部
が
改
正
さ
れ
、
平
成　

年
度
か

２７

ら
平
成　

年
度
に
か
け
て
介
護
保

２９

険
サ
ー
ビ
ス
や
費
用
負
担
が
変
更

と
な
り
ま
す
。
平
成　

年
度
の
主

２７

な
改
正
は
下
図
の
と
お
り
で
す
。

▽
問
合
せ　

保
険
料
に
関
す
る
こ

と
は
高
齢
介
護
課
介
護
保
険
係
・

内
線
１
１
７
１
・
１
１
７
２
、
利

用
者
負
担
等
に
関
す
る
こ
と
は
高

齢
介
護
課
介
護
給
付
係
・
内
線
１

１
３
７
〜
１
１
３
９
ま
で
。

��

平成27年度の 

　　 主な改正 

介護保険からのお知らせ 

平成 27年度の 

　　 主な改正 

介護保険料が変わります　
　介護保険料は、 介護給付費等準備基金の一部を
取り崩す等、保険料の上昇を最小限に抑えるよう
努力し、計画期間中の介護保険料を改定しました。
今回の改定では、これまで所得別に 9 段階 11区分に
分けていた介護保険料を、さらに細かく 12段階と
し、併せて所得区分も変更しました。また、低所得
者（第 1 段階）については、公費を投入し保険料の
軽減強化を行いました。（表 1 参照）

一定以上の所得がある方の
利用者負担が変わります　

　65歳以上の合計所得金額（※1）が160万
円以上の方は、介護保険利用者負担割合が
「2 割」になります（単身で年金収入のみの
場合、年収 280万円以上）。ただし、合計所
得金額が160万円以上であっても、実際の
収入が 280万円に満たないケースや 65 歳以
上の方が 2人以上いる世帯で収入が低い
ケースがあることを考慮し、世帯の 65 歳以
上の方の「年金収入とその他の合計所得金
額（※ 2 ）」の合計が単身で 280万円、2人以
上の世帯で346万円未満の場合は1割負担に
なります。また、平成27年7月下旬頃に要支
援・要介護認定を受けている全ての被保険者
の方に対して、1 割負担または 2 割負担と記
された「介護保険負担割合証」を発送する予
定です。なお有効期間は、8月1日から翌年
度の 7 月31日までです（毎年度発行）。介護
サービス等を受けようとする時は、介護保
険被保険者証とともに必ず介護保険負担割
合証を事業者等へご提示ください。
　※1「合計所得金額」とは、収入から公的
　　年金等控除、給与所得控除、必要経費を
　　控除した後で、基礎控除や人的控除等
　　の控除をする前の所得金額をいいます。
　※2「その他の合計所得金額」とは、合計
　　所得金額から、年金の雑所得を除いた
　　所得金額をいいます。

表 2　高額介護サービス費等の上限額
負担の上限額（月額）※区分

44,400円（世帯）
【新設】

現役並み所得者に相当する方がいる世
帯の方

37,200円（世帯）世帯内のどなたかが市区町村民税を課
税されている方

24,600円（世帯）世帯の全員が市区町村民税を課税され
ていない方

24,600円（世帯）
15,000円（個人）

●老齢福祉年金を受給している方
●前年の合計所得金額と公的年金
　等収入額の合計が年間 80万円以
　下の方  等

15,000円（個人）生活保護を受給している方等

※世帯：住民基本台帳上の世帯員で介護サービスを利用した
　方全員の負担の合計の上限額
　個人：介護サービスを利用したご本人の負担の上限額

平
成 

27 

年
度
の
介
護
保
険
料
納
入
通
知
書 

　
　
　 

（
決
定
通
知
書
）
を
送
付
し
ま
す 

低所得の利用者が負担する
食費・居住費の軽減の
適用要件が変わります　

　低所得者の利用者のうち、配偶者が住民税
課税者、または預貯金等が一定額を超える場
合には、食費・居住費の軽減がなくなります。 
これまでは、負担軽減の申請をいただいた
後、本人及び同一世帯の方の前年の所得を
基に対象となるか判断していましたが、平成
27年8月からは、次の取扱いを追加します。
①配偶者が市区町村民税を課税されている
　かどうかを確認し 、 課税されている場合に
　は負担軽減の対象外とする（世帯が同じか
　どうかは問わない）。
②預貯金等の金額を確認し、次の基準額を超
　える場合には負担軽減の対象外とする。
　�配偶者がいる方：合計2,000万円
　�配偶者がいない方：1,000万円

「東大和元気ゆうゆう体操」in 市役所中庭 市役所本庁舎耐震工事のため、平成 28年 6月（予定）までお休みします。なお、体操自主グループ（中央）は、中央公
民館の玄関前で活動を続けます／日時　毎月第2～第5月曜日午後0時 30分から／問合せ 高齢介護課・内線1179まで

表 1　介護保険料段階の変更表
第 9 段階第 8 段階第 7 段階第 6 段階第 5 段階第 4 段階特例第 4 段階第 3 段階特例第 3 段階第 2 段階第  1 段階第 5 期
基準額
×1.906

基準額
×1.744

基準額
×1.511

基準額
×1.255

基準額
×1.162基準額基準額

×0.906
基準額
×0.744

基準額
×0.650

基準額
×0.488

基準額
×0.488負担割合

本人が市民税課税で前年合計所得が
市民税課税世帯かつ本人が市
民税非課税で前年合計所得金
額と課税年金収入額の合計が

市民税非課税世帯かつ本人の前年合計
所得金額と課税年金収入額の合計が   生活保護

受給者等所得区分

600万円以上の方400万円以上
600万円未満の方

190万円以上
400万円未満の方

125万円以上
190万円未満の方

125万円
未満の方

80万円を
超える方

80万円
以下の方

120万円を
超える方

80万円超120
万円以下の方

80万円
以下の方

98,400円 90,000円 78,000円 64,800円 60,000円 51,600円 46,800円 38,400円 33,600円 25,200円 25,200円 保険料年額

第 12段階第 11段階第 10段階第 9 段階第 8 段階第 7 段階第 6 段階第 5 段階第 4 段階第 3 段階第 2 段階第 1 段階第 6 期
基準額
×2.083

基準額
×1.916

基準額
×1.750

基準額
×1.604

基準額
×1.500

基準額
×1.250

基準額
×1.145基準額基準額

×0.895
基準額
×0.729

基準額
×0.645

基準額
×0.437負担割合

本人が市民税課税で前年合計所得が
市民税課税世帯かつ本人が市
民税非課税で前年合計所得金
額と課税年金収入額の合計が

市民税非課税世帯かつ本人の前年合計所得金額と
課税年金収入額の合計が                                      

所得区分
800万円
以上の方

600万円以上
800万円未満の方

400万円以上
600万円未満の方

290万円以上
400万円未満の方

190万円以上
290万円未満の方

120万円以上
190万円未満の方

120万円
未満の方

80万円を
超える方

80万円
以下の方

120万円を
超える方

80万円超120
万円以下の方

80万円以下の方
または生活保護受給者等

120,000円 110,400円 100,800円 92,400円 86,400円 72,000円 66,000円 57,600円 51,600円 42,000円 37,200円 25,200円 保険料年額
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施
設
見
学
を
通
し
て
、
環
境

に
つ
い
て
学
び
ま
せ
ん
か
。
武

蔵
村
山
市
、
東
村
山
市
、
清
瀬

市
、
東
大
和
市
の
４
市
合
同
事

業
と
し
て
実
施
し
ま
す
。

▽
対
象　

市
内
在
住
の
小
学
生

と
そ
の
保
護
者

▽
実
施
日　

７
月　

日
貉
（
雨

２９

天
決
行
）

▽
見
学
先　

桂
川
ウ
ェ
ル
ネ
ス

パ
ー
ク
（
山
梨
県
大
月
市
富
浜

町
）

▽
集
合
・
解
散　

市
役
所
北
側

玄
関
前
。
午
前
８
時
集
合
、
午

後
５
時
解
散
予
定

※
見
学
先
ま
で
は
、
借
り
上
げ

バ
ス
を
使
用
し
ま
す
。

▽
定
員　

小
学
生
と
そ
の
保
護

者
計　

人
（
申
込
順
）

２５

▽
参
加
費　

１
人　

円
５００

※
見
学
先
へ
の
入
場
は
無
料
で

す
。
体
験
予
定
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
は
、
大
人
、
小
学
生
問
わ
ず

料
金
が
か
か
り
ま
す
。

▽
持
ち
物　

昼
食
、
雨
具
な
ど

▽
申
込
期
限　

７
月　

日
貊

１０

▽
申
込
み　

環
境
課
・
内
線
１

２
７
２
ま
で
。

親
と
子
の
 

　
環
境
教
室
 

　

介
護
保
険
制
度
は
、
国
民
皆

さ
ん
で
支
え
あ
う
社
会
保
険
制

度
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
方
の
所

得
に
応
じ
た
段
階
の
保
険
料
を

遅
滞
な
く
お
支
払
い
い
た
だ
く

こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
一
定
の
条
件
に
該

当
す
る
方
に
つ
い
て
、
申
請
日

以
降
の
介
護
保
険
料
を
最
大　
５０

パ
ー
セ
ン
ト
に
減
額
す
る
市
独

自
の
措
置
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
減
額
の
対
象
と
認
め

ら
れ
た
方
は
、
申
請
日
以
降
の

納
期
の
保
険
料
か
ら
減
額
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

▽
申
請
の
条
件　

次
の
全
て
の

条
件
に
該
当
す
る
方

�
申
請
日
の
属
す
る
年
度
の
市

民
税
が
世
帯
全
員
非
課
税
で
あ

る
こ
と

�
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
な

い
こ
と

�
生
活
保
護
の
生
活
扶
助
基
準

に
対
す
る
世
帯
の
収
入
認
定
額

の
割
合
が　

分
の　

未
満
で
あ

１００

１２０

る
こ
と

�
世
帯
の
申
請
日
現
在
の
預
貯

金
総
額
が
、
生
活
扶
助
基
準
の

　

か
月
分
未
満
で
あ
る
こ
と

１２�
日
常
生
活
に
必
要
な
資
産
以

外
に
利
用
し
得
る
資
産
を
所
有

し
て
い
な
い
こ
と

�
市
民
税
課
税
者
に
扶
養
さ
れ

て
い
な
い
こ
と

�
介
護
保
険
料
の
滞
納
が
な
い

こ
と

▽
申
請
方
法　

高
齢
介
護
課

（
市
役
所
２
階
）
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
必
ず
７
月

初
旬
に
郵
送
す
る
介
護
保
険
料

納
入
通
知
書
と
世
帯
全
員
の
収

入
及
び
預
貯
金
の
額
が
確
認
で

き
る
書
類
、
通
帳
、
印
鑑
を
持

参
の
う
え
、
窓
口
に
あ
る
申
請

書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
は
毎
年
度
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

高
齢
介
護
課
・
内

線
１
１
７
１
ま
で
。

■
難
病
医
療
費
助
成
制
度
の
対

象
疾
病
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た

　

難
病
医
療
費
助
成
制
度
の
対

象
疾
病
に
つ
い
て
、
平
成　

年
２７

７
月
１
日
か
ら　

疾
病
が
追
加

１９６

さ
れ
、
全
体
で　

疾
病
が
対
象

３０６

と
な
り
ま
し
た
。

　

新
た
な
対
象
疾
病
や
申
請
手

続
き
に
つ
い
て
は
、
次
の
問
合

せ
先
等
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ

�
東
大
和
市
役
所
障
害
福
祉
課

・
内
線
１
１
２
６

�
東
京
都
福
祉
保
健
局
疾
病
対

策
課
�　

―
５
３
２
０
―
４
０

０３

０
４
、
同
課
立
川
分
室
�　

―
０４２

　

―
８
２
９
３
、
東
京
都
福
祉

５１２保
健
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http

：
//w
w
w
.fukushihoken.m

e
tro.tokyo.jp/iryo/nanbyo/
nk_shien/index.htm

l

）

■
心
身
障
害
者
の
方
へ
〜
自
動

車
ガ
ソ
リ
ン
費
等
の
助
成

　

ガ
ソ
リ
ン
１
リ
ッ
ト
ル
当
た

り　

円　

銭
（
軽
油　

円　

銭
）

５３

８０

３２

１０

を
、
１
か
月　

リ
ッ
ト
ル
ま
で

３０

助
成
し
ま
す
。

▽
申
請
期
間　

７
月
１
日
貉
〜

　

日
貊
午
前
８
時　

分
〜
午
後

１０

３０

５
時
（
土
・
日
曜
日
は
除
く
）

▽
申
請
場
所　

障
害
福
祉
課

（
市
役
所
１
階
）

▽
申
請
に
必
要
な
も
の　

４
〜

６
月
分
の
ガ
ソ
リ
ン
・
軽
油
費

の
領
収
書
、印
鑑（
朱
肉
を
使
用

す
る
も
の
）、自
動
車
ガ
ソ
リ
ン

助
成
対
象
者
証
（
う
ぐ
い
す
色
）

※
申
請
期
間
後
は
受
付
で
き
ま

せ
ん
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
振
込
口
座
等
に
変
更
が
あ
っ

た
時
は
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

障
害
福
祉
課
・
内

線
１
１
２
３
ま
で
。

■
原
子
爆
弾
被
爆
者
見
舞
金
の

申
請
を

▽
対
象　

市
内
在
住
で
被
爆
者

健
康
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い

る
方

▽
申
請
期
間　

７
月
１
日
貉
〜

　

日
貊
午
前
８
時　

分
〜
午
後

３１

３０

５
時

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
。

▽
申
請
場
所　

障
害
福
祉
課

（
市
役
所
１
階
）

▽
申
請
に
必
要
な
も
の　

申
請

書
、被
爆
者
健
康
手
帳
の
写
し
、

見
舞
金
を
振
り
込
む
口
座
の
口

座
番
号
が
わ
か
る
も
の
、
印
鑑

（
朱
肉
を
使
用
す
る
も
の
）

※
前
年
度
に
見
舞
金
の
支
給
を

受
け
た
方
は
、
被
爆
者
健
康
手

帳
の
写
し
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

▽
問
合
せ　

障
害
福
祉
課
・
内

線
１
１
２
２
ま
で
。

　

認
知
症
は
、
脳
の
障
害
に
よ

り
記
憶
障
害
や
認
知
障
害
が
起

こ
る
病
気
で
す
。　

歳
以
上
の

８５

方
の
４
人
に
１
人
が
認
知
症
を

発
症
し
て
い
る
と
い
わ
れ
、
誰

に
で
も
起
こ
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
認
知
症
に
つ
い
て
正
し

く
知
り
、
認
知
症
の
人
や
家
族

を
支
援
す
る
、
認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
に
な
り
ま
せ
ん
か
。
認
知

症
サ
ポ
ー
タ
ー
は
何
か
特
別
な

こ
と
を
す
る
人
で
は
な
く
、
温

か
く
見
守
る
応
援
者
で
す
。
参

加
さ
れ
た
方
に
は
、
認
知
症
サ

ポ
ー
タ
ー
の
目
印
で
あ
る
オ
レ

ン
ジ
リ
ン
グ
を
差
し
上
げ
ま
す
。

▽
日
時　

７
月　

日
貅
午
後
２

１６

時
〜
３
時　

分
３０

▽
場
所　

中
央
公
民
館

▽
講
師　

高
齢
者
ほ
っ
と
支
援

セ
ン
タ
ー
職
員
な
ど

▽
定
員　

約　

人
４０

▽
費
用　
　

円
（
資
料
代
）

１０３

▽
申
込
み　

高
齢
者
ほ
っ
と
支

援
セ
ン
タ
ー
い
も
く
ぼ
�　

―
０４２

　

―
８
７
７
７
ま
で
。

５６３

　

市
で
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
立

川
と
の
共
催
に
よ
り
、
就
職
面

接
会
を
開
催
し
ま
す
。
参
加
企

業
の
人
事
担
当
者
と
直
接
面
接

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

※
事
前
申
込
み
は
不
要
で
す
。

▽
日
時　

７
月　

日
貂
午
後
１

１４

時　

分
〜
４
時

３０
※
受
付
は
午
後
１
時
か
ら
。

▽
場
所　

中
央
公
民
館
ホ
ー
ル

▽
参
加
企
業　

東
大
和
市
、
武

蔵
村
山
市
周
辺
の
企
業
約　

社
１０

程
度

※
求
人
内
容
は
、
開
催
日
の
約

　

日
前
に
就
職
情
報
室
（
市
役

１０所
５
階
）
及
び
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

立
川
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

▽
参
加
費　

無
料　

▽
持
ち
物　

履
歴
書
（
面
接
を

希
望
す
る
企
業
の
枚
数
）、筆
記

用
具
、参
加
票（
当
日
記
入
可
）、

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
カ
ー
ド
（
お
持

ち
の
方
の
み
）

▽
問
合
せ　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
立

川
�　

―　

―
８
６
１
５
ま
た

０４２

５２５

は
産
業
振
興
課
・
内
線
１
０
７

５
ま
で
。

�

　

市
で
は
、
世
帯
全
員
が　

歳
７０

以
上
の
方
及
び
障
害
の
あ
る
方

に
対
し
て
、
災
害
時
の
家
具
転

倒
防
止
器
具
な
ど
を
無
料
で
取

り
付
け
て
い
ま
す
。

▽
対
象　

市
内
に
居
住
し
、
住

民
基
本
台
帳
に
記
録
し
て
い
る

方
で
構
成
す
る
世
帯
の
全
員
が

次
の
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
世
帯

①　

歳
以
上

７０
②
身
体
障
害
者
手
帳
２
級
以
上

③
愛
の
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
る

※
過
去
に
こ
の
制
度
及
び
平
成

　

年
度
ま
で
防
災
安
全
課
で
実

２３施
し
て
い
た
事
業
で
取
り
付
け

を
し
た
方
は
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

▽
支
給
内
容　

家
具
転
倒
防
止

用
の
「
つ
っ
ぱ
り
棒
」、
Ｔ
字
型

家
具
転
倒
防
止
器
具
、
家
具
転

倒
防
止
板
な
ど

※
器
具
の
種
類
や
数
量
は
、
①

の
方
は
高
齢
介
護
課
（
市
役
所

２
階
）、②
③
の
方
は
障
害
福
祉

課
（
市
役
所
１
階
）
で
配
布
す

る
申
請
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
今
年
度
の
取
付
予
定
数

①　

世
帯
分

３０
②
③
合
計　

世
帯
分

１０

※
申
請
が
取
付
予
定
数
を
超
え

た
場
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

▽
申
請
方
法　

申
請
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
７
月　

日
貊

１７

ま
で
に
、
①
の
方
は
高
齢
介
護

課
、
②
③
の
方
は
障
害
福
祉
課

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
内
容

を
審
査
後
、
取
付
の
可
否
を
通

知
し
ま
す
。

▽
申
請
に
必
要
な
も
の　

印
鑑

（
朱
肉
を
使
う
も
の
）

▽
問
合
せ　

①
の
方
は
高
齢
介

護
課
・
内
線
１
１
７
６
、
②
③

の
方
は
障
害
福
祉
課
・
内
線
１

１
２
３
ま
で
。

介
護
保
険
料
の 

　
　
　
減
額
申
請
を 
介
護
保
険
料
の 

　
　
　
減
額
申
請
を 

就
職
フ
ェ
ア
 

 
 
 
東
大
和
 

in

　

東
大
和
市
観
光
キ
ャ
ラ
ク
タ

ー
〝
う
ま
べ
ぇ
〞   
の
刺
陲
入 
り

し
し
ゅ
う

ポ
ロ
シ
ャ
ツ
を
市
内
業
者
で
販

売
し
て
い
ま
す
。

▽
仕
様　

〝
う
ま
べ
ぇ
〞
の
デ

ザ
イ
ン
は
３
種
類
（
下
図
参
照
）、

シ
ャ
ツ
の
形
体
は
ボ
タ
ン
ダ
ウ

ン
や
ポ
ケ
ッ
ト
付
き
な
ど
、
色

は
形
体
に
よ
っ
て
５
〜
６
色
あ

り
ま
す
。

※
詳
細
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
価
格　

二
、
四
〇
〇
円
か
ら

▽
購
入
方
法　

市
内
販
売
店
で

直
接
購
入
す
る
か
、
産
業
振
興

課
（
市
役
所
１
階
）
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

産
業
振
興
課
・

内
線
１
０
７
４
ま
で
。

”う
ま
べ
ぇ
“
の 

ポ
ロ
シ
ャ
ツ
を 

　
　
発
売
中
で
す 

左
胸
の
刺
繍
デ
ザ
イ
ン
（
３
種
類
） 

▲ 
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認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー 

　
　
　
　
養
成
講
座 
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世帯員全員が70歳以上 
または障害者の方へ 

家具転倒防止 

 器具等を 

　取り付けます 

障
害
福
祉 
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市役所本庁舎に来庁した方の 
行政手続き等の手話通訳を行います。 

配置日　 3日貊・10日貊・17日貊・24日貊・31日貊 
配置時間　 午前9時～午後5時 
待機場所　 相談室2（市役所１階食堂向かい）　  
問合せ　 障害福祉課・内線1123 
　　　　 ファクス 042－563－5928まで。 

今月の「手話通訳者がいる日」 

今月の不燃ごみは 7月 1 4日貂～ 1 7日貊の間で収集します 地域によって収集日が異なります。ごみ排出カレンダーで
ご確認ください／問合せ　ごみ対策課・内線1241まで

　

東
大
和
就
職
情
報
室
（
市
役

所
５
階
）
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

立
川
と
の
共
同
に
よ
り
、
地
域

に
密
着
し
た
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と

し
て
職
業
相
談
・
紹
介
業
務
を

行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
専
用

の
パ
ソ
コ
ン
で
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

立
川
と
同
じ
求
人
情
報
が
検
索

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

年
齢
に
関
係
な
く
ど
な
た
で

も
利
用
で
き
ま
す
の
で
、
お
気

軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
市
内
企
業
の
人
材
募

集
の
取
次
（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
立

川
で
受
付
し
ま
す
）
も
行
っ
て

い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

▽
利
用
時
間　

月
〜
金
曜
日
午

前
９
時
〜
午
後
５
時
（
祝
日
は

除
く
）

▽
問
合
せ　

東
大
和
就
職
情
報

室
・
内
線
１
１
９
４
へ
。

東
大
和
就
職
情
報
室

ご
利
用
く
だ
さ
い
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■
（
任
意
）
高
齢
者
肺
炎
球
菌

ワ
ク
チ
ン
〜
特
定
の
病
気
等
が

あ
る
方
の
接
種
費
用
の
一
部
を

助
成
し
ま
す
〜

対
象
者　

次
の
全
て
に
該
当
す

る
方　

①
市
内
に
住
所
を
有
し
、

昭
和　

年
４
月
１
日
以
前
に
生

２６

ま
れ
た
方
（
５
年
以
内
に
接
種

し
て
い
る
方
は
除
く
）　

②
心

臓
、
腎
臓
、
呼
吸
器
に
、
疾
病

や
機
能
障
害
ま
た
は
ヒ
ト
免
疫

不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
免
疫
機

能
に
障
害
が
あ
る
方
等
で
、
医

師
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合 

③
今
年
度
の
定
期
予
防
接
種
の

対
象
者
で
は
な
い
方
／
接
種
期

限　

平
成　

年
３
月　

日
貅（
医

２８

３１

療
機
関
の
休
診
日
は
除
く
）
／

場
所　

市
内
指
定
医
療
機
関
／

定
員　
　

人
（
申
込
順
）
／
接

２００

種
回
数　

１
回
／
接
種
費
用 

自
己
負
担
六
、
〇
〇
〇
円
（
生

活
保
護
世
帯
等
は
無
料
）
／
申

込
み　

市
立
保
健
セ
ン
タ
ー
の

窓
口
で
受
け
付
け
ま
す
（
定
員

に
な
り
次
第
終
了
）
／
市
立
保

健
セ
ン
タ
ー
�　

―　

―
５
２

０４２

５６５

１
１
ま
で
。

■
乳
幼
児
の
身
長
・
体
重
計
測

　

０
歳
〜
就
学
前
の
乳
幼
児
／

７
月
２
日
貅
午
前
９
時　

分
〜

３０

　

時
／
場
所　

市
立
保
健
セ
ン

１１タ
ー
／
母
子
健
康
手
帳
／
当
日

直
接
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
乳
幼
児
健
康
診
査

　

左
表
の
と
お
り
／
場
所　

市

立
保
健
セ
ン
タ
ー
／
対
象
者
に

は
、個
別
に
通
知
し
て
い
ま
す
。

■
育
児
相
談
会
〜
イ
ル
カ
グ
ル

ー
プ

　

同
年
代
の
お
母
さ
ん
と
楽
し

く
お
し
ゃ
べ
り
し
ま
せ
ん
か
。

　
　

歳
以
上
で
第
１
子
を
出
産

３５

し
た
お
母
さ
ん
と
そ
の
お
子
さ

ん
（
１
歳
４
か
月
ま
で
の
乳
幼

児
）
／
７
月
８
日
貉
午
前
９
時

　

分
〜　

時
／
場
所　

市
立
保

３０

１１

健
セ
ン
タ
ー
／
初
め
て
参
加
す

る
方
は
、
事
前
に
予
約
を
し
て

く
だ
さ
い
／
母
子
健
康
手
帳

■
幼
児
の
む
し
歯
予
防
教
室

　

１
歳
〜
１
歳
６
か
月
の
幼
児

と
そ
の
保
護
者
／
７
月　

日
貉

２９

午
前　

時
〜　

時　

分
／
場
所

１０

１１

３０

市
立
保
健
セ
ン
タ
ー
／　

人
２４

（
申
込
順
。
定
員
を
超
え
た
場

合
は
９
月　

日
貉
の
教
室
に
な

３０

り
ま
す
）
／
歯
と
食
生
活
・
上

手
な
歯
の
磨
き
方
の
話
、
生
活

リ
ズ
ム
／
歯
科
衛
生
士
、
栄
養

士
、
保
健
師
／
母
子
健
康
手
帳

■
熱
中
症
の
応
急
処
置

　

熱
中
症
が
疑
わ
れ
る
場
合
、

周
り
に
い
る
方
に
よ
る
早
急
な

応
急
処
置
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

次
の
よ
う
な
対
応
が
有
効
で
す
。

○
涼
し
い
場
所
へ
移
動　

風
通

し
の
よ
い
日
陰
や
冷
房
の
効
い

て
い
る
場
所
へ
移
動
さ
せ
る
。

○
水
分
・
塩
分
の
補
給　

自
身

で
飲
め
る
場
合
は
、
冷
た
い
水

分
を
与
え
る
。

○
衣
服
を
脱
が
せ
る　

首
元
を

緩
め
る
な
ど
し
て
体
か
ら
熱
を

逃
す
。

○
体
を
冷
や
す　

皮
膚
に
水
を

か
け
て
、
う
ち
わ
や
扇
風
機
な

ど
で
風
を
送
る
。
首
や
脇
、
足

の
付
け
根
な
ど
太
い
血
管
の
通

り
道
に
、
氷
水
や
冷
や
し
た
タ

オ
ル
な
ど
を
当
て
る
。

　

な
お
、
重
症
化
し
て
意
識
障

害
が
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
な
場

合
に
は
早
急
に
救
急
車
を
呼
び
、

体
を
冷
や
し
始
め
ま
し
ょ
う
。

■
愛
の
献
血
助
け
合
い
運
動

　

７
月
１
日
貉
〜　

日
貊
ま
で

３１

の
１
か
月
間
、
愛
の
献
血
助
け

合
い
運
動
月
間
と
し
て
、
全
国

的
な
献
血
運
動
が
展
開
さ
れ
ま

す
。
こ
の
機
会
に
、
ぜ
ひ
献
血

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

�
以
上
の
申
込
み
・
問
合
せ
は
、

市
立
保
健
セ
ン
タ
ー
�　

―　
０４２

５６５

―
５
２
１
１
ま
で
。

■
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
〜
７
月

の
テ
ー
マ
は
「
東
大
和
の
川
」

　

国
土
交
通
省
で
は
、
昭
和　
４９

年
か
ら
毎
年
７
月
を
「
河
川
愛

護
月
間
」
と
定
め
、
河
川
愛
護

運
動
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
東

大
和
市
内
に
は
、
３
つ
の
河
川

（
空
堀
川
、
奈
良
橋
川
及
び
前

川
）
が
流
れ
て
い
ま
す
。
今
月

の
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
（
市
役

所
３
階
）
で
は
、
東
大
和
を
流

れ
る
川
の
あ
れ
こ
れ
に
つ
い
て
、

写
真
や
資
料
で
紹
介
し
ま
す
／

文
書
課
・
内
線
１
３
２
１
ま
で
。

■
地
域
交
通
に
関
す
る
勉
強
会

（
芋
窪
、
清
原
・
新
堀
、
湖
畔

地
域
）
を
開
催
し
ま
す

　

平
成　

年
２
月　

日
に
実
施

２７

２３

し
た
ち
ょ
こ
バ
ス
ル
ー
ト
の
見

直
し
に
伴
い
、
ル
ー
ト
か
ら
は

ず
れ
た
芋
窪
地
域
、清
原
・
新
堀

地
域
等
、
並
び
に
地
域
の
気
運

が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
湖
畔
地
域

の
方
を
対
象
に
、
地
域
交
通
に

つ
い
て
の
勉
強
会
を
開
催
し
ま

す
。

日
時
・
場
所　

①
７
月　

日
貍

１１

午
前　

時
か
ら
迯
芋
窪
集
会
所

１０

②
７
月　

日
貍
午
後
２
時
か
ら

１１

�

迯
清
原
市
民
セ
ン
タ
ー
③
７
月

　

日
貍
午
前　

時
か
ら
迯
湖
畔

１８

１０

集
会
所
／
当
日
直
接
会
場
に
お

越
し
く
だ
さ
い
／
都
市
計
画 

課
・
内
線
１
２
５
６
ま
で
。

■
第
三
次
東
大
和
市
情
報
化
推

進
計
画
の
取
組
状
況

　

市
で
は
、
平
成　

年
度
〜
平

２６

成　

年
度
を
計
画
期
間
と
し
た

３０
第
三
次
東
大
和
市
情
報
化
推
進

計
画
に
基
づ
き
、
各
種
情
報
化

施
策
を
進
め
ま
し
た
。

　

こ
の
た
び
、
平
成　

年
度
の

２６

取
組
状
況
が
ま
と
ま
り
ま
し
た

の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▽
取
組
状
況
（
平
成　

年
度
末

２６

現
在
）　

第
三
次
東
大
和
市
情
報

化
推
進
計
画
で
は
、　

項
目
の

１６

各
種
事
業
を
推
進
し
ま
し
た 

が
、
平
成　

年
度
末
現
在
で
目

２６

標
を
達
成
し
た
事
業
が
３
項
目
、

一
部
達
成
し
た
事
業
が　

項
目
、

１１

未
達
成
の
事
業
が
２
項
目
と
な

り
ま
し
た
。
詳
細
は
、
市
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

／
情
報
管
理
課
・
内
線
１
３
７

１
ま
で
。

■
「
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」

　

番
で
の
案
内
を
開
始
し
ま
す

１８８
　

７
月
１
日
か
ら
、
消
費
生
活

相
談
窓
口
等
を
案
内
す
る
「
消

費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
は
、
３

桁
の
電
話
番
号　

番
で
の
案
内

１８８

を
開
始
し
ま
す
。「
消
費
者
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
」
は
、
お
住
ま
い
の

市
区
町
村
の
消
費
生
活
相
談
窓

口
を
ご
案
内
し
ま
す
／
市
民
生

活
課
・
内
線
１
７
１
３
ま
で
。

■
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ

ヤ
ル
が　

番
に
な
り
ま
す

１８９

　

児
童
虐
待
を
な
く
し
、
子
ど

も
た
ち
の
笑
顔
を
守
る
た
め
、

覚
え
や
す
い
３
桁
の
番
号
に
な

り
ま
し
た
。「
虐
待
か
も
」
と
思

っ
た
ら　

番
（
い
ち
は
や
く
）

１８9

ま
で
お
電
話
く
だ
さ
い
。
連
絡

は
匿
名
で
も
行
え
、
連
絡
者
や

連
絡
内
容
に
関
す
る
秘
密
は
守

ら
れ
ま
す
／
子
ど
も
家
庭
支
援

セ
ン
タ
ー
か
る
が
も
�　

―　
０４２

５６５

―
３
６
５
１
ま
で
。

��������������������������������������������������������������������������
□
バ
ウ
ン
ド
テ
ニ
ス
初
心
者
体

験
会
（
柿
の
実
ク
ラ
ブ
）
／
小

学
生
以
上
／
毎
週
木
曜
日
（
７

月
２
日
〜　

日
）
午
後
７
時
〜

３０

９
時　

分
／
■場
市
民
体
育
館
／

１５

運
動
の
で
き
る
服
装
で
お
越
し

く
だ
さ
い
／
■持
 

上
履
き
／
■問
 

根

来　

―　

―
６
１
３
０

０４２

５６４

□
公
開
医
学
講
座
「
輸
血
が
必

要
と
い
わ
れ
た
ら
〜
あ
な
た
の

も
と
に
血
液
が
届
く
ま
で
〜
」

（
社
会
医
療
法
人
財
団
大
和
会
）

／
７
月
４
日
午
後
３
時　

分
〜

３０

４
時　

分
／
■場
武
蔵
村
山
病
院

３０

／
■講
 

小
林
み
ど
り
／
申
込
不
要

／
■問
 

大
和
会
法
人
本
部
広
報
企

画
課　

―　

―
８
３
０
７

０４２

５６７

□
ア
ド
ラ
ー
心
理
学
講
座
「
勉

強
す
る
子
に
育
て
る
」（
ア
ド
ラ

ー
心
理
学
に
基
づ
く
子
育
て
交

流
会
）
／
７
月　

日
午
後
１
時

１２

　

分
〜
３
時
／
■場
桜
が
丘
市
民

３０セ
ン
タ
ー
／
自
ら
勉
強
す
る
子

に
育
て
る
技
を
お
話
し
し
ま
す

／
■講
 

濱
田
哲
郎
／
■費
 
　

円
（
参

５００

加
費
）
／
■問
 

徳
永　

―
９
３
２

０９０

３
―
４
８
４
６

□
学
習
会
ご
み
の「
見
え
る
化
」

で
ご
み
は
減
る
！
（
東
大
和
ご

み
レ
ス
く
ら
ぶ
）
／
７
月　

日
１２

午
後
１
時　

分
〜
４
時　

分
／

３０

３０

■場
小
平
市
中
島
地
域
セ
ン
タ
ー

／
ど
う
す
れ
ば
ご
み
は
減
る
の

か
／
■講
 

山
谷
修
作
／
■問
 

尾
崎　
０９０

―
３
５
０
０
―
１
３
９
２

□
読
書
会
（
東
大
和
子
ど
も
の

本
を
読
む
会
）
／
子
ど
も
〜
大

人
／
７
月　

日
午
前　

時　

分

２５

１０

１５

〜
正
午
／
■場
中
央
図
書
館
／

「
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
十
字
の
謎
」

エ
リ
ア
セ
ル
・
カ
ン
シ
ー
ノ
作

／
■費
 
　

円
（
資
料
代
）
／
■問
 

小

１００

原　

―　

―
９
０
５
４

０４２

５６１

休日急患診療所 休日と祝日の急患診療を行います／内科・小児科／午前 10時～ 11時 45分、午後 1時～ 3時 45分／休日急患診療所（立野 1 -1034-2）
� 042-564-8181／保険証をお持ちください。なお、障 受給者証、乳 医療証、子 医療証等をお持ちの方は一緒にお持ちください。

開始時間受付時間健 診 日対象者（生年月日）健　診　名

午後 1 時
午後0時45分
　～1時15分

7 月 10日貊平成 27年  3 月  5 日～ 21日3～ 4 か月児
健 康 診 査 7 月 24日貊平成 27年 3 月 2 2日      ～  4 月  9 日

7 月 7 日貂平成 25年 1 1月 2 4日      ～ 1 2月 12日1 歳 6 か月児
健 康 診 査 7 月 28日貂平成 25年 12月 1 3日   ～平成 26年 1 月  4 日

7 月 17日貊平成 24年  6   月 4 日      ～ 2 2日3 歳 児
健 康 診 査 7 月 31日貊平成 24年  6   月 23日      ～ 7 月 16日

7 月 21日貂平 成 22年 4 月 1 2日 　   ～ 29日
5 歳 児
健 康 診 査

※
凡
例　

■場
場
所
、
■講
 

講
師
、

■費
 

費
用（
記
載
の
な
い
も
の
は
無
料
）、

■入
 

入
会
金
、
■月
 

月
会
費
、
■持
 

持

ち
物
、
■問
 

問
合
せ
、
■申
 

申
込
み

　

狂
犬
病
予
防
法
で
は
、
生
後

　

日
以
上
の
飼
い
犬
に
は
毎
年

９１１
回
、
４
月
１
日
か
ら
６
月　
３０

日
ま
で
の
間
に
狂
犬
病
予
防
注

射
を
受
け
さ
せ
、
注
射
済
票
を

犬
に
装
着
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

狂
犬
病
予
防
注
射
を
受
け
て

い
な
い
場
合
は
、
速
や
か
に
動

物
病
院
で
注
射
を
受
け
、
保
健

セ
ン
タ
ー
で
注
射
済
票
の
交
付

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
次
回
以
降
の
狂
犬
病

予
防
注
射
は
、
法
定
の
４
月
１

日
か
ら
６
月　

日
ま
で
に
受
け

３０

る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

飼
い
犬
の
登
録
を
し
て
い
な

い
方
も
、
保
健
セ
ン
タ
ー
で
手

続
き
が
必
要
で
す
。

▽
持
ち
物　

病
院
の
注
射
済
証

（
証
明
書
）、
市
の
は
が
き
（
お

持
ち
の
方
の
み
）

▽
費
用
（
１
頭
）　

狂
犬
病
予

防
注
射
済
票
の
交
付
迯　

円
。

５５０

飼
い
犬
の
登
録
（
未
登
録
の

方
）
迯
三
、
〇
〇
〇
円

▽
問
合
せ　

市
立
保
健
セ
ン
タ

ー
�　

―　

―
５
２
１
１
ま
で
。

０４２

５６５

今
年
度
の
狂
犬
病
予
防
注
射
は
 

　
　
　
　
 
 
お
済
み
で
す
か
 

□　

歳
か
ら
の
誰
で
も
で
き 

７０
る
・
ゆ
っ
た
り
フ
ラ
体
験
（
ラ

ウ
ナ
・
レ
ア
ゆ
っ
た
り
フ
ラ
）

／　

歳
以
上
の
男
女
／
７
月　

７０

２４

日
午
前　

時
〜
正
午
／
■場
奈
良

１１

橋
市
民
セ
ン
タ
ー
／　

人
（
申

２０

込
順
）
／
新
グ
ル
ー
プ
を
発
足

す
る
た
め
に
体
験
し
て
い
た
だ

く　

歳
か
ら
の
ゆ
っ
た
り
フ
ラ

７０
で
す
。
発
足
の
た
め
会
員
を
募

集
し
ま
す
／
■講
 

カ
ノ
エ
笹
原
／

■申
 

７
月　

日
ま
で
に
尾
崎　

―

２２

０４２

　

―
９
０
８
８
へ
。

５６４□
市
民
体
育
大
会
（
軟
式
野
球

大
会
）
兼
秋
季
野
球
大
会
（
軟

式
野
球
連
盟
）
／
市
内
在
住
・

在
勤
の
方
で
編
成
し
た
チ
ー
ム

／
８
月
２
日
以
降
の
毎
週
日
曜

日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
／
■場

上
仲
原
公
園
野
球
場
ほ
か
／
登

録
受
付　

７
月　

日
・　

日
午

１７

１８

後
６
時　

分
〜
８
時
迯
中
央
公

３０

民
館
（
登
録
者
名
簿
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
）
／
■費
 

一
万
二
千
円

（
参
加
費
）、
二
千
円
（
登
録
費
。

初
登
録
チ
ー
ム
の
み
）
／
代
表

者
会
議　

７
月　

日
午
後
６
時

２４

　

分
か
ら
迯
中
央
公
民
館
（
代

３０表
者
会
議
で
の
登
録
は
で
き
ま

せ
ん
）
／
■問
 

小
山　

―　

―
０

０４２

５６３

０
５
０

□
講
演
会「
盲
ろ
う
者
の
生
活
」

（
手
・
指
の
会
）
／
７
月　

日
１８

午
後
１
時　

分
〜
３
時　

分
／

３０

３０

■場
社
会
福
祉
協
議
会
／
■講
 

庵 

悟
／
■問
 

峰
岸　

―　

―
８
０
３

０４２

５６４

２
（
フ
ァ
ク
ス
）

□
ジ
ュ
ニ
ア
育
成
ソ
フ
ト
テ
ニ

ス
技
術
講
習
会
（
ソ
フ
ト
テ
ニ

ス
連
盟
）
／
市
内
在
住
の
小
・

中
学
生
ま
た
は
高
校
生
／
８
月

２
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
／

■場
都
立
東
大
和
南
公
園
テ
ニ
ス

コ
ー
ト
／　

人
（
申
込
順
）
／

５０

ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
の
基
本
・
中 

級
・
上
級
技
術
の
講
習
／
■講
 

大

谷
直
哉
ほ
か
／
■持
 

テ
ニ
ス
シ
ュ

ー
ズ
、
ラ
ケ
ッ
ト
／
■申
 

７
月　
２２

日
ま
で
に
山
本　

―　

―
６
２

０４２

５６４

８
６
へ
。
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□
シ
ニ
ア
男
性
の
初
心
者
料
理

教
室
（
ま
め
の
会
）
／
シ
ニ
ア

男
性
で
料
理
初
心
者
の
方
／
７

月　

日
午
前　

時
〜
午
後
１
時

１１

１０

／
■場
中
央
公
民
館
／　

人
（
申

１５

込
順
）
／
晴
れ
の
日
の
料
理
を

作
る
〜
の
り
巻
・
お
稲
荷
他
〜

／
■講
 

吉
久
保
ヨ
シ
イ
／
■費
 
　

円
６５０

（
材
料
代
）
／
■持
 

エ
プ
ロ
ン
、

三
角
巾
、
手
拭
き
タ
オ
ル
／
■申
 

７
月
８
日
ま
で
に
ま
め
の
会　
０４２

―　

―
９
７
７
８
へ
。

５６５
□
シ
ニ
ア
健
康
水
泳
教
室
（
水

泳
協
会
）
／　

歳
以
上
の
男
女

６０

（　

歳
未
満
若
干
名
可
）
／
７

６０
月　

日
・
８
月
１
日
午
後
４
時

２５
〜
５
時　

分
／
■場
市
民
プ
ー
ル

３０

／　

人
（
申
込
順
）
／
シ
ニ
ア

１５
層
対
象
の
初
歩
的
水
泳
教
室
／

■持
 

水
着
、ス
イ
ミ
ン
グ
用
帽
子
、

ゴ
ー
グ
ル
／
８
月　

日
・　

日

２２

２９

も
開
催
を
予
定
し
て
い
ま
す
／

■申
 

７
月　

日
ま
で
に
杉
本　

―

１２

０７０

６
４
０
９
―
１
２
２
６
へ
。

□
会
員
募
集
（
ゆ
る
体
操
）
／

子
ど
も
〜
高
齢
者
／
毎
月
２
回

木
曜
日
午
後
１
時
〜
２
時
／
■場

桜
が
丘
市
民
セ
ン
タ
ー
／
簡
単

な
動
き
の
ゆ
る
体
操
で
心
身
を

リ
ラ
ッ
ク
ス
／
■問
 

黒
岩　

―
９

０９０

１
０
５
―
４
３
９
０

□
女
子
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
会
員
募

集
（
ス
ウ
ィ
ン
グ
ス
）
／　

歳
１８

以
上
の
方
／
毎
週
火
曜
日
午
前

　

時
〜
正
午
迯
桜
が
丘
市
民
広

１０

場
、
日
曜
日
（
不
定
期
）
午
前

　

時
〜
正
午
迯
第
六
小
学
校
校

１０庭
／
■月
 

千
二
百
五
十
円
（
保
険

代
含
む
）
／
■問
 

野
上　

―　

―

０４２

５６４

４
１
１
２

□
夢
の
「
ス
ポ
ー
ツ
吹
矢
」
会

員
募
集
（
日
本
ス
ポ
ー
ツ
吹
矢

協
会
東
大
和
市
芋
窪
支
部
）
／

毎
週
日
曜
日
午
前
９
時
〜
正
午

／
■場
蔵
敷
公
民
館
／
腹
式
呼
吸

法
を
取
り
入
れ
て
、
健
康
促 

進
・
病
気
予
防
に
も
な
り
ま
す

／
■費
 

１
回　

円
／
■問
 

田
中　

―

１００

０９０

３
５
１
６
―
１
１
６
９

□
第　

回
市
民
公
開
講
座
（
公

１６

立
昭
和
病
院
）
／
７
月　

日
午

１８

後
２
時　

分
〜
４
時
／
■場
ハ
ミ

３０

ン
グ
ホ
ー
ル
／
「
女
性
の
が
ん

（
子
宮
が
ん
・
卵
巣
が
ん
）
に

つ
い
て
」
■講
 

武
知
公
博
、「
糖

尿
病
患
者
さ
ま
が
健
康
寿
命
を

全
う
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
」

■講
 

犬
飼
浩
一
／
申
込
不
要
／
■問
 

公
立
昭
和
病
院
医
事
課
医
事
管

理
係　

―　

―
０
０
５
２

０４２

４６１

□
都
立
羽
村
特
別
支
援
学
校
夏

祭
り
／
７
月　

日
午
前　

時　

１８

１０

３０

分
〜
午
後
２
時（
雨
天
実
施
）／

■場
羽
村
特
別
支
援
学
校
／
模
擬

店
、
ダ
ン
ス
・
合
唱
・
和
太
鼓

・
バ
ン
ド
演
奏
等
の
発
表
な
ど

／
■問
 

同
校　

―　

―
０
８
２
９

０４２

５５４

�

☆ むこうはら児童館　�042-563-1858 ☆
□七夕飾り作り／幼児以上／７月２日午後２時３０
分～４時
□水遊び／乳幼児／７月８日午前１０時４５分～１１時
３０分／水遊び用おむつ、ぬれてもよい服（水着可）
□卓球教室／小学生／７月１５日午後２時～３時３０
分
□わくわく☆むこじどランド／幼児以上／７月１７
日午後１時３０分～３時３０分／２５０人／申込受付は７
月１５日まで。
□むこじど広場（いろいろなぬり絵を楽しもう）／
小学生以上／７月２２日午後３時～４時３０分
☆ きよはら児童館　�042-565-6021 ☆
□たなばた飾り制作／小学生／７月１日～４日午
後２時～４時３０分
□こぐまちゃんこうえん（大型遊具等で自由に遊
ぶ）／乳幼児／７月１４日午前１０時３０分～１１時３０分
□工作教室（アキバコメイロカタカタ）／小学２年
生以上／７月１５日午後３時～４時３０分／１６人（申込
順）／申込受付は７月２日から。
□えほんのもり（絵本の読み聞かせ）／小学生／７
月２１日午後３時～３時３０分
☆ ならはし児童館　�042-562-3600 ☆
□あつまれ赤ちゃん（赤ちゃんプール）／１０か月前
後の乳幼児／７月８日午前１０時３０分～１１時３０分／
水着または水遊び用おむつ、着替え、タオル、着替
えを入れる袋
□工作教室（ペットボトルでプチモザイク）／小学
２年生以上／７月１５日午後３時１５分～４時４５分／
１５人／５０円／申込受付は７月２日～１０日
□スポーツ教室（ユニホック）／小学２年生以上／
７月１６日・１７日午後４時～４時４５分
□ウォーターバトル／小学生以上／７月２２日午後
１時３０分～３時／サンダル、水着、着替え、タオル、
着替えを入れる袋／当日に受け付けます。
□ちびっこ広場（夏の遊び）／乳幼児／７月２９日午
前１０時３０分～１１時３０分
☆ なんがい児童館　�042-567-2441 ☆
□七夕飾り作り／幼児以上／７月２日午後２時～
４時
□ちびっこあそべるday／乳幼児／７月３日午前１０
時～正午
□子ども映画会／幼児以上／７月４日午後３時２０
分～午後５時１５分／会場：第二小学校体育館
□こまめちゃん（おみずであそぼう）／乳幼児／７
月１５日午前１０時３０分～１１時１５分／飲み物、帽子、水
着、着替え、タオル／雨天時は室内遊び
□子どもたちとの公民館＆児童館／幼児以上／７
月１８日午後１時３０分～４時／参加チケットの申込
みを受け付けています（無くなり次第終了）。
☆ さくらがおか児童館 �042-567-2237 ☆
□七夕かざり／幼児以上／７月１日午後３時３０分
～４時／みんなで飾りつけた笹を東大和南公園へ
持って行きます。
□あそんDEパーク／乳幼児／７月８日午前１０時３０
分～１１時３０分
□料理教室（みたらしだんご）／小学生以上／７月
１５日午後３時１５分～４時３０分／２４人／５０円／エプ
ロン、三角巾、手拭きタオル、水筒／申込受付は７
月３日午後３時３０分から。本人またはその家族が
参加費を持って児童館窓口でお申し込みください。
定員を超えた場合は、４時１５分から抽選を行いま
す。
☆ かみきただい児童館 �042-567-2884 ☆
□ちびっこワールド／５歳までの乳幼児／７月３
日（七夕飾り）・１７日（水遊び。雨天時は室内遊び）
午前１０時３０分～１１時１５分／１７日（水遊び）は持ち物
があります。事前にお問い合わせください。
□ベビママ／生後２か月～１歳の乳幼児／７月８
日午前１０時３０分～１１時３０分
□すくすくクラブ（保健師と話そう）／５歳までの
乳幼児／７月１６日午前１０時３０分～１１時３０分
□お楽しみ会（脱出ゲーム大会）／小学生／７月１８
日午後１時３０分～３時３０分／申込受付は午後３時
まで。
※定員制の行事は３日前までに申込みを（申込順。
定員になり次第締め切り）。受付時間は月～土曜
日の午前１０時～午後６時（祝日は除く）。
※乳児・幼児は保護者の付き添いが必要です。

救急受診ガイド 病院？救急車？迷ったら、東京消防庁救急相談センター�♯ 7119へ / 休日や夜間の急な病気の時に、診察を行っている医療機関をテレホン
サービスでご案内します。東京都医療機関案内サービスひまわり� 03-5272-0303、ファクス 03-5285-8080（聴覚障害者専用）へ

■
支
援
が
必
要
な
児
童
・
生
徒

の
理
解
推
進
講
演
会

　

特
別
支
援
教
育
の
理
解
・
推

進
を
目
的
と
し
て
講
演
会
を
開

催
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、
お
越
し
く

だ
さ
い
。

　

７
月　

日
貊
午
後
２
時　

分

２４

３０

か
ら
（
開
場
は
午
後
２
時
）
／

場
所　

中
央
公
民
館
ホ
ー
ル
／

講
師　

市
川
奈
緒
子
氏
（
白
梅

学
園
大
学
准
教
授
）
／
「
発
達

障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
保
護
者

を
支
え
る
〜
幼
稚
園
・
保
育 

園
・
学
校
な
ど
で
で
き
る
こ
と
」

／
申
込
不
要
で
す
。
直
接
会
場

に
お
越
し
く
だ
さ
い
／
学
校
教

育
課
・
内
線
１
５
２
６
ま
で
。

■
７
月
か
ら
不
用
食
器
回
収
は

中
央
公
民
館
で
行
い
ま
す

　

市
役
所
庁
舎
等
の
耐
震
工
事

に
伴
い
、
不
用
食
器
の
回
収
と

無
料
配
布
は
、
今
月
か
ら
中
央

公
民
館
ホ
ー
ル
入
口
で
行
い
ま

す
。

曜
日
・
時
間　

毎
週
木
曜
日
午

前　

時
〜
午
後
３
時
／
品
目 

１０
ガ
ラ
ス
製
・
陶
磁
器
製
の
食
器

（
割
れ
て
い
る
も
の
、欠
け
て
い

る
も
の
も
回
収
し
ま
す
）。
き 

れ
い
に
洗
っ
て
お
持
ち
く
だ
さ

い
／
ご
み
対
策
課
・
内
線
１
２

４
１
ま
で
。

■
下
水
道
管
調
査
を
実
施
し
ま

す
　

市
で
は
、
下
水
道
施
設
の
状

態
（
つ
ま
り
、
堆
積
、
損
傷
、

劣
化
等
）
の
確
認
を
目
的
と
し

て
、
定
期
的
に
下
水
道
管
の
調

査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
調
査

作
業
は
道
路
上
で
行
い
ま
す
。

そ
の
た
め
一
時
車
両
の
通
行
を

規
制
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
際
は
別
途
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

調
査
期
間　

７
月
上
旬
〜　

月
１０

上
旬
／
調
査
予
定
時
間　

午
前

９
時
〜
午
後
５
時
／
調
査
予
定

場
所　

立
野
１
〜
４
丁
目
、
上

北
台
１
〜
３
丁
目
、
桜
が
丘
２

〜
４
丁
目
、
桜
が
丘
１
丁
目
の

一
部
、 高
木
２
・
３
丁
目
の
一
部
、

狭
山
４
丁
目
の
一
部
／
詳
細
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
／
下

水
道
課
・
内
線
１
２
３
３
ま
で
。

■
参
加
者
を
募
集
〜
第　

回
シ

２０

ニ
ア
健
康
ス
ポ
ー
ツ
フ
ェ
ス
テ

ィ
バ
ル
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ

　

都
内
在
住
の　

歳
以
上
の
方

５９

（
昭
和　

年
４
月
１
日
以
前
に

３２

生
ま
れ
た
方
）
を
対
象
と
し
た

ス
ポ
ー
ツ
大
会
で
す
。

期
日　

９
月　

日
貍
〜　

月　

２６

１１

２３

日
（
祝
日
）（
会
場
、
日
程
は 

種
目
に
よ
り
異
な
り
ま
す
）
／

種
目　

ラ
ー
ジ
ボ
ー
ル
卓
球
、

テ
ニ
ス
、
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
、
ソ

フ
ト
ボ
ー
ル
、
ゲ
ー
ト
ボ
ー 

ル
、
ペ
タ
ン
ク
、
マ
ラ
ソ
ン
、

弓
道
、
剣
道
、
サ
ッ
カ
ー
の　
１０

種
目
／
参
加
費　

一
、
〇
〇
〇

円
／
申
込
書　

高
齢
介
護
課（
市

役
所
２
階
）、
市
民
体
育
館
、
社

会
福
祉
協
議
会
で
配
布
／
申
込

締
切　

７
月　

日
貊
（
消
印
有

３１

効
）
／
公
益
財
団
法
人
東
京
都

体
育
協
会
事
業
部
生
涯
ス
ポ
ー

ツ
課
�　

―
６
８
０
４
―
８
１

０３

２
２
へ
。

■
東
大
和
警
察
署
〜
安
全
運
転

管
理
者
等
の
選
任
届
の
提
出
を

忘
れ
ず
に

　

安
全
運
転
管
理
者
等
の
選
任

義
務
を
熟
知
し
て
い
な
い
自
動

車
の
使
用
者
や
、
法
定
台
数
以

上
の
車
両
を
保
有
し
て
い
な
が

ら
安
全
運
転
管
理
者
等
を
選
任

し
て
い
な
い
事
業
所
が
見
受
け

ら
れ
ま
す
。

　

次
の
よ
う
な
場
合
は
、
安
全

運
転
管
理
者
等
の
選
任
が
法
律

で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、

選
任
届
を
提
出
し
て
い
な
い
方

は
、
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
選
任
届
が
必
要
な
場
合
】

①
自
動
車
を
５
台
以
上
使
用
す

る
と
き
。

②　

人
乗
り
以
上
の
自
動
車
を

１１
１
台
以
上
使
用
す
る
と
き
。

▽
問
合
せ　

東
大
和
警
察
署
�

　

―　

―
０
１
１
０
へ
。

０４２

５６６

■
中
小
企
業
大
学
校
東
京
校
〜

Ｂ
ｕ
ｓ
ｉ
Ｎ
ｅ
ｓ
ｔ
で
「
３
金

会
」
を
開
催
し
て
い
ま
す

　

Ｂ
ｕ
ｓ
ｉ
Ｎ
ｅ
ｓ
ｔ
（
ビ
ジ

ネ
ス
ト
）
で
は
、
毎
月
第
３
金

曜
日
に
ど
な
た
で
も
参
加
で
き

る
交
流
会
「
３
金
会
」
を
開
催

し
て
い
ま
す
。
ゲ
ス
ト
の
講
演

を
始
め
、
盛
り
だ
く
さ
ん
の
内

容
で
皆
さ
ん
の
参
加
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

　

７
月　

日
貊
午
後
５
時
〜
７

１７

時
／
場
所　

中
小
企
業
大
学
校

東
京
校
東
大
和
寮
３
階
／　

円
５００

（
軽
食
・
飲
物
代
）／
Ｂ
ｕ
ｓ
ｉ

Ｎ
ｅ
ｓ
ｔ
�　
―　

―
１
１
９
５
へ
。

０４２

５６５

■
社
会
福
祉
協
議
会

◎
７
月
は
会
員
増
強
月
間
で
す

　

社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
よ

り
多
く
の
方
々
に
会
員
に
な
っ

て
い
た
だ
く
た
め
、
７
月
を
会

員
増
強
月
間
と
し
て
い
ま
す
。

　

会
員
の
輪
が
広
が
る
こ
と
で
、

皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
の
善
意
が

地
域
福
祉
を
支
え
る
柱
と
な
り
、

さ
ら
に
充
実
し
た
福
祉
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
の
機
会
に
一
人
で
も
多

く
の
方
に
会
員
に
な
っ
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。
な
お
、
増
強
月

間
以
外
で
も
常
時
会
員
を
募
集

し
て
い
ま
す
／
社
会
福
祉
協
議

会
�　

―　

―
０
０
１
２
へ
。

０４２

５６４

◎
ふ
く
し
法
律
相
談

　

高
齢
者
や
障
害
者
等
の
方
で
、

判
断
能
力
の
不
十
分
な
方
の
権

利
擁
護
相
談
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
に
際
し
て
の
苦
情
、
生

活
上
で
法
律
的
な
解
決
が
必
要

な
こ
と
な
ど
、
専
門
的
判
断
が

必
要
と
さ
れ
る
相
談
に
、
弁
護

士
が
無
料
で
お
答
え
し
ま
す
。

　

７
月　

日
貅
午
後
１
時　

分

２３

３０

〜
４
時　

分
（
１
件
に
つ
き　

１５

４５

分
間
）
／
相
談
は
予
約
制
で
す
。

事
前
に
相
談
の
概
況
を
お
伺
い

し
ま
す
／
社
会
福
祉
協
議
会
あ

ん
し
ん
東
大
和
�　

―　

―
０

０４２

５９０

０
１
８
へ
。

◎
あ
ん
し
ん
東
大
和
講
演
会

『「
相
続
」
の
い
ろ
は
』
〜
他
人

事
で
は
な
い
「
相
続
」
の
は
な

し
〜

　

弁
護
士
が
、
体
験
談
を
盛
り

込
み
な
が
ら
、
よ
く
あ
る
「
相

続
問
題
」
と
、
新
し
く
な
っ
た

「
相
続
税
」
に
つ
い
て
、
分
か

り
や
す
く
お
話
し
し
ま
す
。

　

７
月　

日
貅
午
前　

時
〜
正

２３

１０

午
（
受
付
は
午
前
９
時　

分
か

３０

ら
）
／
場
所　

社
会
福
祉
協
議

会
／　

人
（
申
込
順
）
／
講
師

４０

伊
吹
勝
美
氏
（
ひ
め
し
ゃ
ら
法

律
事
務
所
）
／
手
話
通
訳
・
要

約
筆
記
有
り
／
申
込
み　

７
月

　

日
貉
ま
で
に
社
会
福
祉
協
議

２２会
あ
ん
し
ん
東
大
和
�　

―　
０４２

５９０

―
０
０
１
８
へ
。

■
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
〜

草
取
り
会
員
募
集

条
件　

①
市
内
在
住
の　

歳
以

６０

上
の
健
康
な
方
で
、
自
転
車
で

就
業
場
所
へ
の
移
動
が
可
能
な

方
②
協
調
性
の
あ
る
方
／
就
業

内
容　

個
人
宅
や
駐
車
場
、
市

内
公
園
等
で
の
草
む
し
り
や
掃

き
掃
除
（
作
業
は
全
て
手
作
業

で
行
い
ま
す
）
／
作
業
に
必
要

な
鎌
や
熊
手
、
作
業
服
等
は
各

自
で
用
意
し
て
く
だ
さ
い
／
仕

事
を
す
る
た
め
に
は
、
連
絡
の

う
え
、入
会
説
明
会
に
参
加
し
、

会
員
登
録
す
る
こ
と
が
必
要
で

す
／
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

�　

―　

―
０
５
３
１
へ
。

０４２

５６５

���������������������������������������������������



市役所� ０４２ �５６３ � ２１１１（代） 2 0 1 5 ・ 7 ・ 1
東東東東東東東東東東ややややややややややままままままままままとととととととととと市市市市市市市市市市報報報報報報報報報報東やまと市報古紙含有率 70％再生紙を使用しています

202

「
光
に
向
か
っ
て
咲
く
も
の 
萬 ばん

 
歳 
」
さ
い

　

小
説
『
友
情
』
の
執
筆
や
「
新

し
い
村
」
を
開
い
た
こ
と
で
知

ら
れ
る
武
者
小
路
実
篤
は
、
絵

も
た
く
さ
ん
描
き
ま
し
た
。
ヒ

マ
ワ
リ
の
絵
に
添
え
ら
れ
た
こ

と
ば
（
賛
）
が
、
冒
頭
の
「
光

に
向
か
っ
て
〜
」
で
す
。

　

太
陽
の
光
を
浴
び
て
、
輝
く

よ
う
に
咲
く
ヒ
マ
ワ
リ
。「
萬

歳
」
と
呼
び
か
け
た
く
な
る
気

持
ち
、
共
感
で
き
ま
す
。

　

先
日
、「
ク
ワ
ガ
タ
ム
シ
を
つ

か
ま
え
た
」
と
見
せ
て
く
れ
た

男
の
子
。
う
れ
し
そ
う
な
そ
の

笑
顔
、
満
開
の
ヒ
マ
ワ
リ
の
よ

う
で
し
た
。「
光
に
向
か
っ
て
咲

く
も
の
萬
歳
」
と
咲
い
て
い
る

よ
う
で
し
た
。

光に向かって咲くもの

お問合せ　郷土博物館
� ０４２- ５６７- ４８００

〈ヒマワリ〉

　スノーボード日本代表として、第１８回冬季
デフリンピックに出場した森仁秀さん（上北台
在住）が、５月２２日に市長を表敬訪問しました。
森さんは「５年前に友人から勧められてハーフ
パイプの練習をはじめました。次回大会は、得
意なスロープスタイルとあわせて２競技に出場
したい。スノーボードをやりたい人を集め、選
手を増やしたいので、よかったら皆さんで練習
しましょう」と思いを表現してくれました。

�スノーボード日本代表の森仁秀さん
　ロシアでのデフリンピックに出場

あ な た の ま ち か ら  
まちの話題をお寄せください。 
問合せ　秘書広報課・内線1412まで。 

　５月１９日、市内中学校の生徒会が、スマート
フォンや携帯電話の使い方についての意見交換
を行いました。東大和市立連合生徒会会議で実
施したこの意見交換では、所有率や家での使い
方等のアンケート結果、課題やルールの作成な
どの取り組みを学校ごとに発表しました。生徒
たちは、スマートフォンや携帯電話の使用によ
るトラブル・いじめについて、自分たちの問題
と意識し、解決に向けた話し合いを続けました。

�スマートフォンや携帯電話の使い方
　市内中学生が意見交換を行いました

　５月７日に、農産物共同直売所アンテナショ
ップが再開されました。アンテナショップでは、
毎週木曜日午前８時３０分～正午に、市内農地
で生産した野菜や果物などを提供しています。
なお、７月２日貅から、場所が中央公民館ピロ
ティーに変更となりますので、ご注意ください。
キュウリ、トマト、ピーマン、ナスなど、みず
みずしい夏野菜の季節が近づいています。新鮮
で安全安心な農産物を、ぜひご賞味ください。

�農産物共同直売所アンテナショップ
　地元産の新鮮な野菜はいかがですか
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塊
の
世
代
」
と
も
言
わ
れ
て
お

り
、
戦
後
の
平
和
の
時
代
を 
謳 おう

 
歌 
し
た
世
代
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

か
　

戦
争
を
知
ら
な
い
私
た
ち
に
、

戦
争
の
惨
禍
を
伝
え
て
お
り
ま

す
の
が
、
市
南
部
の
都
立
東
大

和
南
公
園
内
に
あ
り
ま
す
「
旧

日
立
航
空
機
株
式
会
社
変
電

所
」
で
す
。

　

か
つ
て
、
多
く
の
方
々
の
熱

意
に
よ
り
ま
し
て
、
そ
れ
が

大
き
な
運
動
へ
と
つ
な
が
り
、

保
存
へ
と
実
を
結
ん
だ
貴
重

な
戦
災
建
造
物
で
す
。

　

平
成　

年
は
、
戦
後　

年

２７

７０

の
節
目
の
年
で
、
戦
争
の
体

験
者
が
少
な
く
な
っ
て
き
た

今
、
恒
久
平
和
を
次
の
世
代

に
伝
え
る
「
シ
ン
ボ
ル
」
と

し
て
、
こ
の
戦
災
建
造
物
を

守
っ
て
い
く
た
め
の
活
動
を
、

市
民
の
皆
様
と
と
も
に
始
め

る
年
で
あ
る
と
も
考
え
て
お

り
ま
す
。

　

今
回
の
題
目
は
、
昭
和　
４０

年
代
半
ば
、
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン

グ
の
全
盛
時
代
に
一
世
を 
風 ふう

 
靡 
し
ま
し
た
曲
の
タ
イ
ト
ル

びと
同
じ
で
す
。

　

こ
の
曲
の
中
で
歌
わ
れ
て

お
り
ま
す
「
戦
後
生
ま
れ
の

子
ど
も
た
ち
」
は
、
そ
の
後

の
日
本
の
高
度
成
長
に
大
き

な
影
響
を
与
え
ま
し
た
「
団

△

法律相談／毎週金曜日、午前９時～正午△

人権身の上悩みごと相談／１６日 （木）、午前９時３０
分～正午△

税務相談／１６日 （木）、午後１時～４時△

登記相談／１６日 （木）、午後１時～４時△

行政苦情相談／２３日 （木）、午前９時３０分～正午△

交通事故相談／２３日 （木）、 午後１時３０分～４時△

不動産取引相談／９日 （木）、午前９時～正午△

行政手続相談／９日 （木）、午後１時～４時
※以上予約制／秘書広報課・内線１４１３まで。△

市民相談／月～金曜日、午前８時３０分～午後５
時／秘書広報課・内線１４１３△

多重債務相談／８日 （水）、午後１時～４時（３日
（金）までに要予約）／市民生活課・内線１７１３△

消費生活相談／毎週月・火・水・金曜日、午前１０
時～午後４時（予約優先）／市民生活課・内線１７１３△

男女共同参画相談／月～金曜日、午前９時～午後
５時（予約制）／市民生活課・内線１７１５△

子育て総合相談／月～土曜日、午前９時～午後
５時／子ども家庭支援センター�０４２－５６５－３６５１△

児童・家庭相談（専門）／２３日 （木）、午後１時～３時
（予約制） ／ 子ども家庭支援セ ン タ ー�０４２－５６５ － ３６５１△

ひとり親・女性相談／月～金曜日、午前９時～
午後４時（予約制）／子育て支援課・内線１７６５△

福祉なんでも相談／月～金曜日、午前９時～午
後５時／社会福祉協議会�０４２－５64－0012△

健康相談／３日（金）、午前１０時～１１時３０分／向原
市民センター／市立保健センター�０４２－５６５－５２１１△

教育相談／月～金曜日、午前１０時～午後５時／
さわやか教育相談室�０４２－５６２－７９１１△

職業相談／月～金曜日、午前９時～午後５時／
東大和就職情報室（市役所５階）・内線１１９４△

高齢者相談、高齢者虐待・養護者支援相談／月
～土曜日、午前９時～午後５時、電話相談はいつ
でも可／高齢者ほっと支援センターいもくぼ�
０４２－５６３－８７７７・きよはら�０４２－５９０－１１３８・な
んがい�０４２－５６６－８１３３△

障害者（身体・知的）相談／毎週水曜日午前９時～
正午（予約制）／社会福祉協議会�０４２－５６４－００１２
〔相談名／日時／場所／連絡先の順に掲載〕

今 月 の 相 談
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市
長
コ
ラ
ム
 

 

〜
戦
争
を
知
ら
な
い
子
ど
も
た
ち
〜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 

東
大
和
市
長
　
尾
崎
保
夫

�

防災行政無線自動音声応答サービス 防災行政無線で放送した最新の内容を最大 3時間後まで電話（� 042-563-2411）で確認することができ
ます（チャイム、サイレン、下校時の見守り放送は除く）／問合せ　防災安全課・内線 1352 まで

日本年金機構からの
お知らせ

　「年金情報流出」を
　口実にした
　“振り込め詐欺”や
“個人情報の詐取”に
　　ご注意ください！
　
　日本年金機構において、
職員の端末に対する外部か
らのウイルスメールによる
不正アクセスにより、日本
年金機構が保有する個人情
報の一部が外部に流出した
ことが判明しました。
　ご自宅や職場に、日本年
金機構の職員等を名乗る電
話がかかってきたら、迷わ
ずに下記へご連絡くださ
い。
　
専用電話窓口（コールセン
ター）�0120-818211
受付時間
　午前8時30分～午後9時
警察相談専用電話
　　　　　　�＃9110

※デフリンピックとは、
聴覚障害者のためのオ
リンピックです。




